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協議第１５号資料 
 
 
 

「「地地方方税税のの取取扱扱いいににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

 個 人 市 ・ 町 民 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     ２ 

 法 人 市 ・ 町 民 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     ３ 

 固 定 資 産 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     ４ 

 軽 自 動 車 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     ５ 

 市 ・ 町 た ば こ 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     ６ 

 特 別 土 地 保 有 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     ７ 

 入 湯 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     ８ 

 事 業 所 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     ９ 

 納 税 関 係 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    １０ 

- 1 - 



①１月１日現在、市内に住所を有する個人 ①高松市と同じ。
　　 ……均等割＋所得割
②１月１日現在、市内に事務所、事業所又は家屋敷 ②高松市と同じ。
　を有する個人で、市内に住所を有しないもの
　 ……均等割
①税率（標準税率） ①高松市と同じ。

市民税　３，０００円
県民税　１，０００円

②非課税基準 ②非課税基準
控除対象配偶者及び扶養親族の数に１を加え 控除対象配偶者及び扶養親族の数に１を加え
た数×３１５，０００円＋１９８，０００円 た数×２８０，０００円＋１７６，０００円

①税率（標準税率） ①高松市と同じ。
　　・２００万円以下の金額　　　　３％
　　・２００万円を超える金額　　　 ８％
　　・７００万円を超える金額　　 １０％
②非課税基準 ②高松市と同じ。

控除対象配偶者及び扶養親族の数に１を加え
た数×３５０，０００円＋３５０，０００円

・個人申告書……３月１５日 　高松市と同じ。

・普通徴収 ・普通徴収
　　第１期　　６月１日から６月３０日まで 　　第１期　　６月１日から６月３０日まで
　　第２期　　８月１日から８月３１日まで 　　第２期　　８月１日から８月３１日まで
　　第３期　　１０月１日から１０月３１日まで 　　第３期　　１０月１日から１０月３１日まで
　　第４期　　１２月１日から１２月３１日まで 　　第４期　　１月１日から１月３１日まで
・特別徴収 ・特別徴収
　　毎月（６月～翌年５月） 　　高松市と同じ。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、均等割の非課税基準及び納期につ
いては、合併年度は現行のとおりとし、合併年
度の翌年度から高松市の制度に統一する。

５　納期

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

２　均等割

３　所得割

・均等割の非課税基準が異なっている。
・納期（普通徴収の第４期）が異なっている。

　 均等割の非課税基準及び納期について
は、合併年度は現行のとおりとし、合併年度
の翌年から高松市の制度に統一する。

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

４　申告書提出
　　期限

１　納税義務者
問　　題　　点　　・　　課　　題牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

９　地方税の取扱い

個人市・町民税

部　 会 　名 企画財政協 定 項 目

分　　　　類
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①市内に事務所又は事業所を有する法人 ①高松市と同じ。
　……均等割＋法人税割
②市内に寮、宿泊所、その他これらに類する施設を有す ②高松市と同じ。
　 る法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの
……均等割

③市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない ③高松市と同じ。
　 社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの
……均等割（収益事業を行うものは均等割＋法
　　　人税割）

①均等割（制限税率） （単位：千円） ①均等割（標準税率） （単位：千円）

５０人以下 ５０人を超える ５０人以下 ５０人を超える
５０億円を超える 492 3,600 ５０億円を超える 410 3,000
１０億円を超え５０億円以下 492 2,100 １０億円を超え５０億円以下 410 1,750
１億円を超え１０億円以下 192 480 １億円を超え１０億円以下 160 400
１千万円を超え１億円以下 156 180 １千万円を超え１億円以下 130 150
１千万円以下 60 144 １千万円以下 50 120
上記以外の法人等 上記以外の法人等

②法人税割（制限税率） ②法人税割（標準税率）
　法人税額の１４．７％ 　法人税額の１２．３％

①中間申告 ①高松市と同じ。
 事業年度開始の日以後、６月を経過した日から
２月以内

②確定申告 ②高松市と同じ。
事業年度終了の日の翌日から２月以内

③均等割法人 ③高松市と同じ。
４月３０日

　高松市の制度に統一する。
　ただし、合併年度及びこれに続く３年
度に限り、不均一課税を実施する。

３　申告納付期限

資本等の金額

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

60

従業者数 従業者数

50

２　税率

資本等の金額

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政

分　　　　類 法人市・町民税

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

調　　　　　　整　　　　　　案

項　　　　目 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町高　　　　　　　松　　　　　　　市
１　納税義務者 　税率（均等割、法人税割）が異なって

いる。

  牟礼町地域の税率（均等割、法人税
割）については、合併年度及びこれに
続く３年度に限り、現行のとおりとする。
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１　納税義務者 １月１日現在での土地、家屋及び償却資産の所有者 　高松市と同じ。
・土地、家屋については、基準年度（３年ごと）に評価 　高松市と同じ。
　替え（※土地は価格修正の特例あり）
・住宅用地の課税標準の特例

２００㎡を超えるもの　　評価額の３分の１
小規模住宅用地（２００㎡以下）
　　　　　　　　　　　　　評価額の６分の１

・賦課期日における価格（償却資産）
１００分の１．４（標準税率） 　高松市と同じ。
※都市再開発法に係る耐火建築物は１００分の１．１２ 　※は適用していない。
・土地　　３０万円未満 　高松市と同じ。
・家屋　　２０万円未満
・償却資産　　１５０万円未満
土地 土地
　・宅地　　　　　市街地宅地評価法（路線価方式） 　・宅地　　　　　高松市と同じ。
　　　　　　　　　　その他の宅地評価法（標準宅地比準方式）
　・一般農地　　標準地比準方式　 　・一般農地　　高松市と同じ。
　・一般山林　　標準地比準方式 　・一般山林　　高松市と同じ。
　・原野　　　　　近傍地比準方式 　・原野　　　　　高松市と同じ。
　・雑種地 　　　近傍地比準方式 　・雑種地 　　　路線価方式
家屋
　・木造家屋及び非木造家屋の区分に従い、各個の 家屋
　　家屋について部分別に評点数を付設し、当該評 　高松市と同じ。
　　点数を一点当たりの価額に乗じて算出する方法 　ただし，非木造を除く。
償却資産
　・取得価額又は期末帳簿価額を基礎として、耐用 償却資産
　　年数に応じた減価残存率を乗じて評価額を求め 　高松市と同じ。
　　る方式

　第１期　　４月１日から４月３０日まで 　第１期　　４月１日から４月３０日まで
　第２期　　７月１日から７月３１日まで 　第２期　　７月１日から７月３１日まで
　第３期　　９月１日から９月３０日まで 　第３期　　１２月１日から１２月３１日まで
　第４期　　１１月１日から１１月３０日まで 　第４期　　２月１日から２月２８日まで

高　　　　　　　松　　　　　　　市

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

　第３期及び第４期の納期が異なってい
る。

　納期については、合併年度は現行のと
おりとし、合併年度の翌年度から高松市の
制度に統一する。

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

２　課税標準

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政

分　　　　類 固定資産税

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

　高松市の制度に統一する。
　ただし、納期については、合併年度は現
行のとおりとし、合併年度の翌年度から高
松市の制度に統一する。

３　税率

４　免税点

６　納期

５　評価方法
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　賦課期日現在の原動機付自転車、軽自動車、小 　賦課期日現在の原動機付自転車、軽自動車、小
型特殊自動車（農耕作業用等）、２輪の小型自動車 型特殊自動車（農耕作業用等）、２輪の小型自動車
の所有者。 の所有者。
　ただし、所有権留保による割賦販売の場合は、同
車両の使用者。

２　税率 ・標準税率（５０ｃｃ以下、ミニカー） ・標準税率（全ての車種）
・制限税率（上記以外の車種）

税率（年額） 税率（年額）
５０ｃｃ以下 　１，０００円 ５０ｃｃ以下 　１，０００円
５０ｃｃを超え９０ｃｃ以下 　１，３００円 ５０ｃｃを超え９０ｃｃ以下 　１，２００円
９０ｃｃを超え１２５ｃｃ以下 　１，７００円 ９０ｃｃを超え１２５ｃｃ以下　１，６００円
ミニカー 　２，５００円 ミニカー 　２，５００円
２輪 　２，６００円 ２輪 　２，４００円
３輪 　３，４００円 ３輪 　３，１００円

乗用営業用 　６，２００円 乗用営業用 　５，５００円
乗用自家用 　７，８００円 乗用自家用 　７，２００円
貨物営業用 　３，４００円 貨物営業用 　３，０００円
貨物自家用 　４，３００円 貨物自家用 　４，０００円

専ら雪上を走行するもの 　２，６００円 専ら雪上を走行するもの　２，４００円
農耕作業用のもの 　１，７００円 農耕作業用のもの 　１，６００円
その他のもの 　５，１００円 その他のもの 　４，７００円

　４月１日 　高松市と同じ。

　５月１日から５月３１日まで 　高松市と同じ。

　牟礼町地域の税率については、合併年
度及びこれに続く３年度に限り、現行のと
おりとする。

　高松市の制度に統一する。
  ただし、合併年度及びこれに続く３年度
に限り、不均一課税を実施する。

　税率が異なっている。

小型特殊
自動車

２輪の小
型自動車

２５０ｃｃを超えるもの 　４，０００円

車　　　　　　　　　種

原動機付
自転車

軽自動車
４輪以上

４　納期

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題
１　納税義務者

対　　　　　　応　　　　　　策

原動機付
自転車

軽自動車
４輪以上

小型特殊
自動車

３　賦課期日

軽自動車税

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

２輪の小
型自動車

２５０ｃｃを超えるもの 　４，３００円

車　　　　　　　　　種

分　　　　類

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政
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　市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこの製 　高松市と同じ。
造者、特定販売業者又は卸売販売業者

　売り渡し本数 　高松市と同じ。

・１，０００本につき２，９７７円 　高松市と同じ。
・旧３級品（エコー、わかば、しんせい等）につい
　ては、１，０００本につき１，４１２円

　当月の売り渡し分について、翌月末日まで 　高松市と同じ。

　高松市の制度に統一する。

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

３　税率

４　申告納付期限

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 市・町たばこ税

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

１　納税義務者

２　課税標準
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・１月１日において基準面積（５，０００㎡）以上の土地 　高松市と同じ。
　を所有する者（保有）
・１月１日又は７月１日前１年間に基準面積以上の土
　地を取得した者（取得）
※１月１日において当該土地の取得をした日以後１０
　年を経過したものについては適用しない。
・土地の取得価額 　高松市と同じ。

・土地の保有に係るもの　　１００分の１．４ 　高松市と同じ。
・土地の取得に係るもの　　１００分の３

保有分 　高松市と同じ。
　・土地の取得価額×税率－その土地の固定資産
　　税額相当額
取得分
　・土地の取得価額×税率－その土地の不動産取
　　得税額相当額

　５，０００㎡未満 　高松市と同じ。

・土地の保有に係るもの　　５月３１日 　高松市と同じ。
・土地の取得に係るもの
　　１月１日前１年以内の取得者　　２月末日
　　７月１日前１年以内の取得者　　８月３１日

　平成１５年度税制改正により、１５年度以降保有分 　高松市と同じ。
及び取得分とも、新たな課税は実施しないこととされ
た。
　ただし、今回の課税凍結に伴い、現在、非課税、
特例譲渡又は免除土地予定地として、徴収猶予中
の納税義務者については、免除されない。

　高松市の制度に統一する。

１　納税義務者

５　免税点

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

２　課税標準

３　税率

４　税額

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

参　　考

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政

６　申告期限

分　　　　類 特別土地保有税

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
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　鉱泉浴場における入湯客 　該当なし。
　　（特別徴収義務者：鉱泉浴場の経営者）
　
　入湯客１人１日につき１５０円（標準税率）

・小学生以下の者又は年齢１２歳未満の者
・一般公衆浴場又は共同浴場に入湯する者
・利用料金が１，０００円以下の鉱泉浴場施設に日帰り
　で入湯する者
・学校が行う修学旅行その他の行事に参加している者
・前各号に掲げる者のほか、公益上の理由により市長
　が特に認める者

　特別徴収義務者が、毎月分を翌月１５日までに申告・
納入

　高松市の制度を適用する。

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

１　納税義務者

２　税率

４　申告等

３　課税免除

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

分　　　　類 入湯税

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政
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・市内の事業所等において事業を行う法人又は個人 　該当なし。
　 ……資産割、従業者割
　
・資産割
　 ……事業所床面積
・従業者割

……従業者給与総額

・資産割
……１㎡につき６００円

・従業者割
……従業者給与総額の１００分の０．２５

・資産割
……事業所床面積１，０００㎡以下

・従業者割
……従業者数１００人以下

・法人
……事業年度終了の日から２月以内

・個人
……翌年の３月１５日まで

　高松市の制度に統一する。
　ただし、合併年度及びこれに続く５年度
に限り、課税を免除する。

２　課税標準

３　税率

４　免税点

５　申告納付

１　納税義務者

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政

分　　　　類 事業所税

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町
　高松市の制度に統一した場合、牟礼町
には新しい課税となる。

　牟礼町地域の事業所税については、合
併年度及びこれに続く５年度に限り、現行
のとおりとする。

 

- 9 - 



①報奨金 ①報奨金
　 納期前に納付した税額×０．５／１００×納期前 　 納期前に納付した税額×１／１００×納期前の

の月数 月数
②前納時期 ②高松市と同じ。
　 第１期の納期の末日まで
③交付限度額 ③高松市と同じ。

各期ごとの税額が１０万円まで
④適用税目 ④高松市と同じ。

市・県民税（普通徴収）、固定資産税（土地・家
屋・償却資産）

※平成１７年度から廃止する。

　金融機関と郵便局で可能 　高松市と同じ。

　高松市（納税課）において実施 　徴収困難なものは、木田香川滞納整理組合に委託
　 している。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、牟礼町に係る納期前納付に対す
る報奨金については、合併年度は現行のと
おりとし、固定資産税に係る報奨金につい
ては、合併年度の翌年度から３年度に限り、
廃止前の高松市の制度を適用する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政

分　　　　類 納税関係

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

２　口座振替制度

３　滞納処分

１　納期前納付に
　　対する報奨金

　高松市では、平成１７年度から報奨金制
度を廃止することとなっている。

・固定資産税に係る報奨金については、合
併年度は現行のとおりとし、合併年度の翌
年度から３年度に限り、廃止前の高松市の
制度を適用する。
・住民税に係る報奨金については、合併年
度は現行のとおりとし、合併年度の翌年度
から廃止する。
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協議第１６号資料 
 
 
 

「「条条例例・・規規則則等等のの取取扱扱いいににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

条 例 ・ 規 則 等 の 数 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 
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１　条例・規則等数 １　条例 ２３３本 １　条例 １３５本
２　規則 ２８２本 ２　規則 １０５本
３　規程等 １６５本 ３　規程等 　６８本

（平成１６年４月１日現在） （平成１６年４月１日現在）

条例・規則等の数

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

　条例・規則等については、高松市の条例・
規則等を適用する。
　ただし、行政制度等の調整結果を踏まえ、
条例・規則等の制定、一部改正等を行うもの
とする。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 1４　条例・規則等の取扱い 部　 会 　名 総　　務

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類
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協議第１７号資料 
 
 
 

「「電電算算シシスステテムム事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

シ ス テ ム の 種 類 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

庁 内 Ｌ Ａ Ｎ の 状 況 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 
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人事管理※ ごみ収集ステーション管理※ 人事管理※
指定統計 粗大ごみ受付※ 指定統計
例規集検索※ 中小企業勤労者福祉共済 財務会計
市民意識調査 水田情報管理※ 住民記録
財務管理 法定外公共物譲与（管理）※住基ネットワーク
公用自動車管理※ 建築設計（ＣＡＤ）※ 固定資産税（土地・家屋・償却）
墓園管理※ 土木積算※ 土地評価※
住民記録 屋外広告物管理※ 家屋評価※
住基ネットワーク 道路台帳図図面管理※ 軽自動車税
法人市民税 市営住宅管理 町県民税
固定資産税（土地、家屋） 下水道管理 収納管理
固定資産税（償却資産） 浄化槽登録管理※ 国民年金
家屋評価※ 自動出動(消防)※ 国民健康保険
軽自動車税 画像伝送(消防)※ 老人医療※
市県民税 上水道料金調定※ 介護保険※
事業所税 配水コントロール※ 児童手当※
収納管理 図面管理（水道）※ 予防接種
国民年金 学事情報 上下水道料金調定
国民健康保険 公共施設利用総合情報 水道財務会計※
福祉医療 図書館管理※ 地籍調査※
介護保険 図書館蔵書検索※ 工事台帳管理※
児童手当※ 農地基本台帳管理 法定外公共物（管理）※
児童扶養手当（+特児）※ 不在者投票管理※
保育料※ 会議録検索※
母子寡婦福祉金 全て直営
障害者福祉 （※＝業務主管課導入）
支援費※ 全て直営
高齢者福祉 （※＝業務主管課導入）
生活保護※
予防接種※
市民病院院内医療情報※
自動車騒音面的評価※

問　　題　　点　　・　　課　　題
・各種事務事業の統合協議によりシステム
の改修が必要になる。
・高松市のシステムと牟礼町の対応するシ
ステムとの間に互換性がない。
・地籍調査等、牟礼町のシステムで高松市
側に対応するシステムがないものがある。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２　電算システム事業 部　 会 　名 総　　　　務

１　システムの種類
及び処理方法
（Microsoft Excel
等のＯＡソフトウェ
アを活用している
ものを除く）

分　　　　類 システムの種類

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

・各種事務事業の統合協議内容に合わせ、
必要なシステム改修を行う。
・牟礼町のシステムが保有しているデータを
高松市側のシステムに取り込めるよう変換
する。
・牟礼町のシステムのうち、高松市に対応す
るシステムがないものは、必要な改修を加
え使用する中で、今後の活用について検
討する。
・当初からの統合を必要としないものについ
ては、運用面で対応する。

　高松市の電算システムに統合する。
　統合に当たっては、合併時の稼動を目途
とするが、当初から統合を必要としないもの
については、住民サービスの低下を招かな
いよう、運用等において適切に調整するも
のとする。
　ただし、高松市にないシステムについて
は、牟礼町のシステムに必要な改修を加え
使用する。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案
委託：
事業者の施設
に機器を設置
し、庁舎と回
線で接続し運
用しているも
の
直営：
庁舎内に機器
を設置し運用
しているもの
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１　接続拠点

本庁舎 （住民情報系と内部情報系は別系統）

基幹・フロア

有線100M/bps

出先　（内部情報系のみ）

庁舎との接続は

無線（5ヶ所）2M/bps

フロア

有線100M/bps

外部接続

インターネット

住基ネットワーク

総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）

３　PC(端末)台数 住民情報系 住民情報系

住民記録専用　20台 ＣＳ端末 9台(専用ＬＡＮ) 住民記録・財務会計25台

内部情報系 CS端末2台（専用LAN）

LAN接続 2079台（本庁内1236台、庁舎外843台） 内部グループウェア

財務会計2079台とも使用可能 LAN接続　90台

上記のうち財務含む業務系専用端末　47台

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 庁内LANの状況

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２　電算システム事業 部　 会 　名 総　　　　務

　なし

本庁舎
　基　幹：有線100M/bps、
　フロア：光無線（一部有線）10M/bps
出先（施設内は有線、水道局のみ無線）
　無線（３か所）
　　水道局（11M/bps）
　　女木出張所、女木診療所（150k/bps）
　有線放送専用回線1.2M/bps（１か所）
　　消防局（北消防署を含む)
　ＳＴＮＥＴ専用回線64k/bps～10M/bps(１２４か所)
　（平成１７年度末には一部を除き10M/bps）
　　生涯学習センター、図書館、文化センター、美術
　　館、高松第一高等学校、競輪局、中央卸売市
　　場、市民病院、市民サービスセンター、女性セン
　　ター、ボランティア・市民活動センター、玉藻公
　　園、斎場公園、保健所、保健センター、下水道施
　　設課、衛生処理センター、西部クリーンセンタ
　　ー、支所・出張所２０か所、公民館（単独）１９
　　か所、保育所３０か所、消防局出先１１か所、水
　　道局出先４か所、高松テルサ他２１か所
　ＮＴＴダイアル回線64k/bps（８２箇所）
　　小学校４１か所、中学校１８か所、幼稚園１８か
　　所、南部広域清掃センター他４か所
外部接続
　インターネット
　住基ネットワーク
　総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）

　あり２　住民情報系
　と内部情報系
　の分割

対　　　　　　応　　　　　　策

・別々のネットワークであり、運用管理の体
系が異なる。
・インターネット等の外部ネットワークへは、
それぞれ別に接続している。
・別々のネットワークを統合する場合、情報
セキュリティの面で問題が生じやすい。
・牟礼町では、基幹系LANと情報系LANを
物理的に分けているのに対し、高松市は同
一LAN上で構築しており、セキュリティ対策
の手法も異なっている。

　高松市の庁内LANに統合する。

調　　　　　　整　　　　　　案

・牟礼町の庁内LANを高松市の庁内LAN
に組み込む。
・外部への接続は、現在、高松市が接続し
ている回線に統合する。
・統合に当たっては、セキュリティ対策に万
全を期する。
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協議第１８号資料 
 
 
 

「「広広聴聴広広報報事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

市 （ 町 ） 民 相 談 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 

広 聴 事 業 （ そ の 他 ） に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

広 報 紙 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

視 覚 障 害 者 等 へ の 広 報 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

広 報 事 業 （ そ の 他 ） に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 
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市民相談コーナーでの相談 相談の看板を掲げて会議室等で実施しているもの

月～金曜日
８：３０～１７：００
月～金曜日
８：３０～１７：００
毎週月曜日
１０：００～１５：００
毎週火曜日
第１・３木曜日
１３：００～１６：００
第２・４木曜日
１３：００～１６：００
毎週火曜日
９：００～１２：００
第１・３金曜日
９：００～１２：００
毎週水曜日 他に各担当部署でさまざまの相談あり。
１０：００～１５：００ （調停相談、健康相談など）
第２金曜日
１０：００～１５：００
第３金曜日
９：００～１６：００
年４回
１３：００～１６：００
第２・４火曜日
９：００～１６：００
第４金曜日
１０：００～１５：００
月～金曜日
８：３０～１７：００
月～金曜日
９：００～１６：００
月～金曜日
８：３０～１７：００

他に各担当部署でさまざまの相談あり。
（母子、交通事故、農業相談など）

・相談内容及び開催回数に差異がある。
・高松市の制度に統一した場合、牟礼町で
は、市役所本庁まで来なければならず、高
齢者等に不便を来たす恐れがある。

　牟礼町で行っている相談事業について
は、牟礼町の住民の利便性も考慮し、現行
水準を下げないような方法での開催につい
て検討する。奇数月第３金曜日

10：00～15：00

実施日時

行政相談

　高松市の制度に統一する。
　ただし、現在、牟礼町が実施している相談
事業については、住民サービスが低下しな
いように取り扱うものとする。

毎月第３金曜日
（８月を除く）
10：00～15：00

調　　　　　　整　　　　　　案

１　相談内容及び
　　実施日時

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－３　広聴広報事業 部　 会 　名 総　　　　務

分　　　　類 市（町）民相談事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

市政相談

相談種別・内容 実施日時

毎月第３金曜日
（８月を除く）
10：00～15：00

毎月第３金曜日
（８月を除く）
10：00～15：00

人権擁護委員の日
（６月）
10：00～15：00

一般相談

人権法律相談

高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

弁護士法律相談

住民相談

専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
相
　
　
　
　
談

消費生活相談

環境行政相談

人権・行政相談

育児相談

心配ごと相談

健康相談

司法書士法律相
談

行政書士相談

相談種別・内容

戸籍相談

税務相談

農家相談

緑化相談

経営相談

社会保険労務士
相談
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　該当なし。

　高松市と同じ。

　高松市と同じ。

　高松市の制度に統一する。

問　　題　　点　　・　　課　　題
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町
・市民参加の電子会議室を設置し、“市民と市民”・
　“市民と行政”の対話を通して、市民の意見等を市
　政に反映していく。
・各課との調整を行いながら広聴広報課が管理運営
　を行っている。
・平成１６年度から運用開始（電子会議室８室）

１　電子会議室
　　運営事業

２　市（町）政出前
　　ふれあいトーク

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－３　広聴広報事業 部　 会 　名 総　　　　務

分　　　　類 広聴事業（その他）

３　市（町）長への
　　提言

・市民からの要請を受け、市政のしくみや現在取組ん
　でいる事業・施策・今後の検討課題について、管理
　職員等が地域へ出向いて説明し、理解と協力を得
　る。
・地域の人々とのふれあいの中で、地域の実情を把
　握し、市民から出された意見・提言等を聴取し、市
　政に反映させる。

・市民からの意見・要望などを市政に反映させるため
　手紙・電話・ＦＡＸ・Ｅメールによる提言を受け付ける
　とともに、原則として個々に回答をする。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案
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　毎月２回（１日、１５日）発行 　毎月１回（１日）発行

　１２６，５００部 　６，６００部

　Ａ４判 　Ａ４判
　・１６ページ　年１８回
　・　８ページ　年　６回

　全世帯、他市町 　高松市と同じ。

６　年度版の作成 　広報たかまつ４月１日号から３月３１日号までと高松 　該当なし。
市議会だよりを製本　　　２０冊

　高松市の制度に統一する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－３　広聴広報事業 部　 会 　名 総　　　　務

広報紙

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

５　配布方法等

２　発行部数

３　規格

分　　　　類

４　配布先

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

１　発行回数（日）

　・１６ページ　年５回
　・１８ページ　年１回
　・２０ページ　年２回

・２２ページ　年１回
・２４ページ　年３回

※各世帯への配布に伴う仕分け・配送業務は、業者
へ委託して実施している。

　自治会を通じて各世帯に配布するほか、支所・出
張所などの市の機関の窓口及び郵便局に設置（自
治会未加入団体も１０軒程度集まれば配送してい
る。）

※各世帯への配布に伴う仕分けは業者が、配送業
務は職員が行っている。

・発行回数(日)及び配布方法に差異があ
る。
・牟礼町の住民に対し、合併後の手続き方
法や窓口などを十分に周知する必要があ
る。

　高松市の制度に統一する。
　なお、合併後に「くらしのガイドブック」を牟
礼町の全世帯に配布する。

　自治会を通じて配布するほか、郵便局・スーパーな
どに設置

 

- 19 - 



１　点字広報 ・発行回数：毎月１回（１０日） 　該当なし。
・発行部数：１００部
・規格：Ｂ５判、２０ページ
・内容
　
・作成

原稿を作成し、財団法人香川県視覚障害者福
祉協会に点訳を依頼

・配布方法
点字広報と印字した封筒に入れ、郵送

２　声の広報 ・発行回数：毎月１回（５日） 　該当なし。
・発行部数：１００本
・規格：６０分カセットテープ
・内容
　
・作成
　 原稿を作成し、吹き込みとテープのダビングは

(社)高松市有線放送電話協会に委託
・配布方法

専用ケースに入れ、郵送（盲人用）
　 　高松市の制度を適用する。

　該当なし。　視覚障害者や高齢者へのバリアフリーを進める一
方策として、市の携帯電話版ホームページ「もっと高
松NAVI」の情報を音声化し、電話で聞けたり、FAX
で情報を簡単に取り出すことのできるシステム（テレ
ホンブラウザシステム）により対応している。

３　テレホンサービ
　　ス等

・牟礼町では、点字広報及び声の広報を発
行していない。
・牟礼町では、テレホンサービス等を実施し
ていない。

分　　　　類 視覚障害者等への広報

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－３　広聴広報事業 部　 会 　名 総　　　　務

広報紙から抜粋したものに下記の協会だよ
りなどを加えて職員が編集

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　高松市の制度を適用する。

広報紙から抜粋したものに上記の協会だよ
りなどを加えて職員が編集
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１　ホームページ （トップページ） （トップページ）

２　メールマガジン ・名称：メルマガもっと高松 　該当なし。
・発行日：毎月第１、３金曜日
・登録者数　７７３人（H16.3.31現在）
・内容

・暮らしの知っ得情報 　　“こんなのあるよ”
・文化かわら版 ・子ども情報
・健康マル知情報 　　“こんなのあるよ”
・エコ倶楽部情報

３　ケーブルテレビ ・名称：市政情報専門チャンネル「いきいき高松」 　該当なし。
　（高松ケーブルテレビ５チャンネル）

・内容

　該当なし。

問　　題　　点　　・　　課　　題

・リンク
・英語版案内

分　　　　類 広報事業（その他）

・火災発生、たずね人などの情報を屋外及び戸別ス
ピーカーから放送している。
・1日３回の定時放送（７時、12時５分、２０時）時に、
町行事の案内や各種団体のお知らせ等を戸別ス
ピーカーから放送している。

対　　　　　　応　　　　　　策

・生活、文化、福祉、教育の向上及び産業の振
　興に必要な情報の提供
・災害その他緊急情報の提供
・テレビジョン放送の再送信

・くらす（手続き、相談　他）　・あそぶ（観光、イベント
他）　・まなぶ（教育、文化　他）　・環境（ごみ、リサイ
クル　他）　・お知らせ　・水源情報　・市長室（提言、
メッセージ　他）　・市議会（会議録の閲覧　他）　・市
政、統計（広報、統計　他）　・市町合併　・入札情報
・メールマガジン

・牟礼町では、メールマガジン及びケーブ
ルテレビによる広報を実施していない。
・高松市では、防災行政無線を利用した一
般広報を実施していない。

・高松市の制度に統一する。
・牟礼町の特色ある独自情報を含め、ホー
ムページ等に掲載するものとする。
・防災行政無線を利用した一般広報の取扱
いについては、合併時までに調整するもの
とする。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、防災行政無線を利用した一般広
報の取扱いについては、合併時までに調
整するものとする。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－３　広聴広報事業 部　 会 　名 総　　　　務

調　　　　　　整　　　　　　案

・牟礼町紹介
・観光スポット
・くらしの情報
・役場の組織
・公共施設案内
・合併関連情報
・姉妹都市紹介
・広報最新号

・サイトマップ

４　防災行政無線
を利用した一般広
報

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町
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協議第２１号資料 
 
 
 

「「消消防防団団のの取取扱扱いいににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

 組 織 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２３ 

 消 防 団 員 の 報 酬 等 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２４ 

 消 防 団 員 互 助 共 済 会 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２５ 

 被 服 等 貸 与 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２６ 

 消 防 団 車 両 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２７ 
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１　組織の構成 ・団数 1 ・団数 1
・方面隊数 6 ・方面隊数 -
・分団数 26 ・分団数 4

２　階級定員及
　　び現員数

団　　長 団　　長
副団長 副団長
分団長 分団長
副分団長 副分団長
部　　長 部　　長
班　　長 班　　長
団　　員 団　　員

計 計
※平成１６年４月１日現在 ※平成１６年４月１日現在

・団の組織が異なる。
・階級及び階級の定員に差異がある。

　牟礼町消防団は、高松市消防団に統
合する。

現員数（人）定員（人） 現員数（人） 階　　級 定員（人）

調　　　　　　整　　　　　　案

1 1

分　　　　類 組織

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

階　　級

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １９　消防団の取扱い 部　 会 　名 消　　　　防

1 1
4 4 2 2
26 26 4 4
55 55 4 4

157 24 24
84 83 0 0

・牟礼町消防団を高松市消防団に統合
し、高松市消防団牟礼分団とする。
・牟礼町消防団の団員については、高
松市消防団員として引き継ぐものとす
る。

806 768 103 99
478 442 68 64
158
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１　団員報酬 　報酬額（年額） 　報酬額（年額）
団　　長　　　－　　１５１，９００円 団　　長　　　－　　１０２，０００円
副団長 　　　－　　　８８，０００円 副団長 　　　－　　　８２，０００円
分団長 　　　－　　　６３，２００円 分団長 　　　－　　　７１，０００円
副分団長　　－　　　３６，０００円 副分団長　　－　　　５９，０００円
部　　長　　　－　　　２９，７００円 部　　長　　　－　　　　　－　　　
班　　長　　　－　　　２７，５００円 班　　長　　　－　　　４４，０００円
団　　員　　　－　　　２５，５００円 団　　員　　　－　　　３８，０００円

２　出動報酬等 ・　４時間以上の火災出動者及び水防（訓練含む）  火災・水防・訓練・警備・警戒等の出動
　出動者 １人１回につき　　２，０００円

１人１回につき　　２，８００円
・　４時間未満の火災出動者及び訓練、警戒等の
　出動者

１人１回につき　　２，４００円
・　機関員

車両１台当たり１名　　　　　年額　６，９５０円
小型ポンプ１台当たり１名　年額　３，０５０円

３　退職報償金 【５年以上の団員】 【５年以上の団員】
　消防団員等公務災害補償等共済基金法の規定に 　高松市と同じ。
基づく額を支給

【３年以上５年未満の団員】 【３年以上５年未満の団員】
　一律　３０，０００円を支給 　該当なし。

４　公務災害補償 　消防団員等公務災害補償等共済基金に加入して 　高松市と同じ。
おり、その規定に基づき支給している。

　高松市の制度に統一する。

　高松市の制度に統一する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １９　消防団の取扱い 部　 会 　名 消　　　　防

分　　　　類 消防団員の報酬等

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

高　　　　　　　松　　　　　　　市
　団員報酬、出動報酬等及び退職報償
金の支給基準に差異がある。
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１　名称 　高松市消防団員相互共助会 　該当なし。

２　目的 　消防団員の親睦を趣旨とし、相互の共済及び福祉
の向上を目的とする。

３　事業内容等 （事業）
 消防団員の死亡、公務負傷の共助救慰、退団者の
報償などの給付を行う。

（給付）
　死亡弔慰金、公務負傷見舞金、退団者報償、操法
大会助成など

４　会費 　団員１人につき　　６５０円（年額）

５　その他 　市の補助金等
　　1人当たり３，０００円を補助（年額） 　高松市の制度を適用する。

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １９　消防団の取扱い 部　 会 　名 消　　　　防

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 消防団員互助共済会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町
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１　貸与品目・数 　品目、数量等に差異がある。
　　量等

　高松市の制度に統一する。

　高松市の制度に統一する。

分　　　　類 被服等貸与

数量

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

貸与年数品　目

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １９　消防団の取扱い 部　 会 　名 消　　　　防

支給対象

盛夏服 2
半袖は副分
団長以上

制　帽 1
1
1
1

全員

高　　　　　　　松　　　　　　　市

品　目 数量 支給対象 貸与年数

ﾍﾙﾒｯﾄ
長　靴

〃

訓練服
対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

雨合羽

階級章

ベルト
白手袋
防火衣

全員ゴム長靴

作業用
皮手袋

雨合羽
消防屯所備付
　各屯所の消防団員数分

消防屯所備付

防寒衣 なし － － 防寒衣 １（法被） 全員

ｱﾎﾟﾛｷｬｯ
ﾌﾟ

1 〃 〃

作業用
皮手袋

2 全員 なし

なし － －

－

2（夏・冬） －全員
－全員

－

－
全員 －

－

訓練
ﾍﾙﾒｯﾄ

消防屯所備付
　各屯所の消防団員数分

団員徽章

2（夏・冬）

団員徽章

－

階級章 2 〃 〃
ゴム長靴 1 全員 なし

防火衣
ﾍﾙﾒｯﾄ
長　靴 長靴は副団長以上

制　服
制　帽
ネクタイ

盛夏服

1（分団で準備）

盛夏帽 1 全員
訓練服 1 〃

白手袋 1 〃

－

ベルト 3 〃

盛夏帽

－

全員 －

〃
〃
〃
〃

消防屯所備付
各屯所の消防団員数分

訓練
ﾍﾙﾒｯﾄ

ネクタイ 1 〃 〃
〃 〃

ｱﾎﾟﾛｷｬｯ
ﾌﾟ

1（分団で準備）

1（分団で準備）

消防屯所備付

－ －

－全員

全員 －

消防屯所備付

1 全員

2 －
－ －

全員
－

1

－

制　服 1 全員 なし

－

全員 －
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３台

２３台
２台
１台
１７台

　装備等に差異がある。

　牟礼町消防団の車両の積載資機材は当
分の間、現状どおりとする。

　牟礼町消防団の車両については、高松
市消防団に引き継ぐものとする。

分　　　　類 消防団車両

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １９　消防団の取扱い 部　 会 　名 消　　　　防

高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町
１　現況

指揮広報車 
消防ポンプ車（ＢＤ－１）
消防ポンプ車（ＢＳ－１）
消防ポンプ車（ＣＤ－１） １０台

小型動力ポンプ積載車（軽）
小型動力ポンプ積載車

消防ポンプ車（CD-1)
小型動力ポンプ積載車
指令車

４台
４台
１台
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協議第２２号資料 
 
 
 

「「国国民民健健康康保保険険事事業業のの取取扱扱いいににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

 国 民 健 康 保 険 （ 料 ・ 税 ） の 賦 課 等 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９～３０ 

 国 民 健 康 保 険 の 健 康 推 進 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３１ 

 出 産 育 児 一 時 金 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３２ 

 葬 祭 費 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３３ 

 高 額 療 養 費 貸 付 制 度 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３４
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１　保険料・税の 　保険料 　保険税
　　区分

２　賦課期日 　４月１日 　高松市と同じ。

３　賦課方式 　４方式 　高松市と同じ。
（所得割、資産割、均等割、平等割）

４　税率等
　　（年額） 率及び限度額 医療給付費分 介護納付金分 率及び限度額 医療給付費分 介護納付金分

所得割 ７．０／１００ １．５／１００ 所得割 ６．０／１００ ０．７／１００
資産割 ２６．９／１００ ５．９／１００ 資産割 ３０．０／１００ ４．２／１００
均等割 ２９，１００円 ７，０００円 均等割 ２７，６００円 ６，０００円
平等割 ２４，２００円 ４，３００円 平等割 ３０，０００円 ３，９００円
課税限度額 ５３０，０００円 ８０，０００円 課税限度額 ５３０，０００円 ８０，０００円

５　納期 　年８回 　年７回
（７月から翌年の２月まで　毎月） （７月から翌年の１月まで　毎月）

６　法定軽減制度 ・７割軽減 　高松市と同じ。
前年における総所得金額が３３万円以下の世帯

・５割軽減
前年における総所得金額が３３万円＋（世帯主を
除く被保険者数×２４万５千円）以下の世帯

・２割軽減
前年における総所得金額が３３万円＋（世帯主を
含む被保険者数×３５万円）以下の世帯

分　　　　類 国民健康保険（料・税）の賦課等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町高　　　　　　　松　　　　　　　市

協 定 項 目 ２２　国民健康保険事業の取扱い 部　 会 　名 市　　　民

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題
・保険税と保険料の違いにより、根拠法令
等が異なる。
・税率等、納期及び徴収方法が異なる。

対　　　　　　応　　　　　　策
・合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から高松市の制度に統一する。
・牟礼町で賦課・収納した保険税について
は、高松市がそのまま保険税として引継ぎ、
遡及等が生じた場合は、保険税の法令を
適用する。
・牟礼町地域の医療給付費分に係る国民
健康保険税（料）率については、合併年度
及びこれに続く３年度に限り、現行のとおり
とする。

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から高松市の制度に統一する。
　ただし、医療給付費分に係る国民健康保
険税（料）率については、合併年度及びこ
れに続く３年度に限り、現行のとおりとする。
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７　減免制度 　高松市と同じ。

８　徴収方法等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

協 定 項 目 部　 会 　名２２　国民健康保険事業の取扱い

国民健康保険（料・税）の賦課等分　　　　類

調　　　　　　整　　　　　　案

　滞納世帯へは、主として非常勤の国保推進員が臨
戸訪問し収納している。

　職員が直接臨戸訪問している。徴収困難な者は、
木田香川滞納整理組合に委託している。

問　　題　　点　　・　　課　　題高　　　　　　　松　　　　　　　市
・天災その他災害を受けた者、その他特別の事情の
ある者
　※高松市国民健康保険料減免取扱基準により適
用

対　　　　　　応　　　　　　策

市　　　民

行政制度等現況調書・調整方針
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１　人間ドック助成 ①対象者（下記の条件をすべて満たす者） ①対象者（下記の条件をすべて満たす者）
　　・国民健康保険に１年以上継続して加入している 　　・国民健康保険に加入していること
　　　こと 　　・満３５歳以上であること
　　・満４０歳以上であること
　　・納期限の到来している保険料を完納しているこ
　　　と
②助成額 ②助成額

１人１年度につき２５，０００円 高松市と同じ。

２　脳ドック助成 ①対象者（下記の条件をすべて満たす者）
　　・国民健康保険に１年以上継続して加入している
　　　こと
　　・満４０歳以上であること
　　・納期限の到来している保険料を完納しているこ
　　　と
②助成額

１人１年度につき２５，０００円

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度に統一する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２２　国民健康保険事業の取扱い 部　 会 　名 市　　　民

対　　　　　　応　　　　　　策

問　　題　　点　　・　　課　　題

調　　　　　　整　　　　　　案

　人間ドック、脳ドック助成の対象者（年齢・
保険料納付条件等）が異なる。

分　　　　類 国民健康保険の健康推進事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

　上記の人間ドック助成制度により、脳ドック助成も
行っている。

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度に統一する。
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１　受給対象者 　国民健康保険被保険者で出産（死産も含む。）した 　高松市と同じ。
者
　ただし、資格取得後６カ月以内で、それ以前に社
会保険の本人資格が１年以上ある場合は除く。

２　給付額 　出生児１人につき３０万円 　高松市と同じ。

３　給付の手続き ・出生届の後の場合 　高松市と同じ。
　 申請書だけを提出
・出生届以前の場合
　 医師の出生証明等の添付が必要
・死産の場合

埋葬許可書又は医師の証明が必要

４　給付方法 　世帯主の口座へ振込み、又は現金払いで支給 　高松市と同じ。

５　支給期日 ・口座振込……申請から１週間 ・口座振込……申請から２週間
・現金払い……即日に支給

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２２　国民健康保険事業の取扱い 部　 会 　名 市　　　民

分　　　　類 出産育児一時金

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

対　　　　　　応　　　　　　策

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題
　支給期日が異なる。

　高松市の制度に統一する。

　高松市の制度に統一する。
調　　　　　　整　　　　　　案・現金払い……翌週の金曜日
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１　受給対象 　国民健康保険被保険者が死亡した場合に、葬儀を 　高松市と同じ。 　給付額及び支給期日が異なる。
行った者

２　給付額 　１件当たり５万円 　１件当たり３万円

３　給付の手続き 　国民健康保険離脱手続きに併せ、申請書を提出 　高松市と同じ。

４　給付方法 　申請者の口座へ振込み、又は現金払いで支給 　高松市と同じ。

５　支給期日 ・口座振込……申請から２週間 ・口座振込……申請から２週間
・現金払い……支給日は、月２回 ・現金払い……翌週の金曜日

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度に統一する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度に統一する。

分　　　　類 葬祭費

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２２　国民健康保険事業の取扱い 部　 会 　名 市　　　民
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１　申請者の資格 　国保料を完納していること 　該当なし。
　所得税の非課税者のみで構成されている世帯

２　貸付限度額 　高額療養費該当額の９割

３　貸付利息 　なし

４　償還方法 　高額療養費支給時に、自動振替

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度を適用する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２２　国民健康保険事業の取扱い 部　 会 　名 市　　　民

分　　　　類 高額療養費貸付制度

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題
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協議第２３号資料  
 
 
 

「「介介護護保保険険事事業業のの取取扱扱いいににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

 運 営 主 体 等 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３６ 

 介 護 保 険 料 の 賦 課 ・ 徴 収 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３７ 

 介 護 保 険 給 付 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３８ 

 利 用 者 負 担 軽 減 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３９ 

 介 護 認 定 調 査 事 業 等 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４０ 
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１　運営主体 　高松市が保険者として運営 　牟礼町が保険者として運営
　　（被保険者数：平成16年4月1日現在） 　　（被保険者数：平成16年4月1日現在）
　　　第１号　　６４，８５３人 　　　第１号　　　３，４１０人
　　　第2号　　　　　４６６人（要介護認定者数） 　　　第2号　　　　　　２４人（要介護認定者数）
　　　合計　　　６５，３１９人 　　　合計　　　　３，４３４人

　（介護認定者数：平成16年４月１日現在） 　（介護認定者数：平成16年４月１日現在）
　　・要支援　　　　　２，２７６人
　　・要介護　１　　　４，２３９人 　　・要介護　１　　　　１８５人
　　・要介護　２　　　１，５１３人 　　・要介護　２　　　　　７６人
　　・要介護　３　　　１，１６５人 　　・要介護　３　　　　　５６人
　　・要介護　４　　　１，２２８人 　　・要介護　４　　　　　５４人
　　・要介護　５　　　１，３００人 　　・要介護　５　　　　　６０人
　　　　計　　　　　　１１，７２１人 　　　　計　　　　　　　　５１６人

２　介護保険事業 （内容） （内容）
　　計画 　介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確 　高松市と同じ。

保するため、５年を１期として策定し、３年ごとに見直
しを行う。
（期間） （期間）
　　・第１期　　平成１２年度～平成１６年度 　高松市と同じ。
　　・第２期　　平成１５年度～平成１９年度 　高松市の制度に統一する。

３　介護保険事業 　運用利子及び余剰金を積立 　高松市と同じ。
　　財政調整基金 （基金残高：平成16年３月31日現在） （基金残高：平成16年３月31日現在）

　１，１２８，５７９千円 　１０４，２２４千円
４　香川県財政安 （内容） （内容）
　　定化基金拠出 　介護保険事業計画の保険給付額をもとに指示され 　高松市と同じ。
　　金等 た拠出率（０．００１）を乗じて拠出

（基金からの借入金） （基金からの借入金）
　なし 　なし

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２３　介護保険事業の取扱い 部　 会 　名 健 康 福 祉

分　　　　類 運営主体等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　礼　　　　　　町

　　・要支援　　　　　　　８５人

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案
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１　保険料 ○第１号被保険者（６５歳以上の者） ○第１号被保険者（６５歳以上の者）
（平成１６年度） （平成１６年度）

※第３段階が基準保険料 ※第３段階が基準保険料
※その他の段階の保険料は基準保険料×乗率 ※その他の段階の保険料は基準保険料×乗率

２　賦課期日 　毎年４月１日 　高松市と同じ。

３　納期 ○第１号被保険者（普通徴収） ○第１号被保険者（普通徴収）
　　・第１期……７月１日から７月３１日まで 　　・第１期……７月１日から７月３１日まで
　　・第２期……８月１日から８月３１日まで 　　・第２期……８月１日から８月３１日まで
　　・第３期……９月１日から９月３０日まで 　　・第３期……９月１日から９月３０日まで
　　・第４期……１０月１日から１０月３１日まで 　　・第４期……１０月１日から１０月３１日まで
　　・第５期……１１月１日から１１月３０日まで 　　・第５期……１１月１日から１１月３０日まで
　　・第６期……１２月１日から１２月３１日まで 　　・第６期……１２月１日から１２月３１日まで
　　・第７期……１月１日から１月３１日まで 　　・第７期……１月１日から１月３１日まで
　　・第８期……２月１日から２月末日まで

　※参考：第１号被保険者（特別徴収） 　※参考：第１号被保険者（特別徴収）

　　　　　　年金額が年間１８万円以上の者は、年金支給時 　　　　　　　高松市と同じ。

４　滞納保険料の 　主として非常勤の介護保険推進員が臨戸訪問し、 　職員が臨戸訪問し、収納している。
　　徴収方法等 収納している。

※介護保険推進員の職務
　　介護保険料の徴収、納付勧奨、申告書の受領、
　　口座振替の勧奨、居所調査等

　高松市の制度に統一する。
　ただし、牟礼町の第1号被保険者の保険料に
ついては、合併年度は現行のとおりとし、合併年
度の翌年度以降は、平成１８年度から３年度間
の保険料額に差異を生じる場合は、経過措置を
含め対応するものとする。
　また、牟礼町の第1号被保険者の保険料に係
る納期については、合併年度は現行のとおりと
し、合併年度の翌年度から、高松市の制度に統
一する。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、牟礼町の第1号被保険者の保険料に
ついては、合併年度は現行のとおりとし、合併年
度の翌年度以降は、第３期介護保険事業計画
における保険料額を踏まえ、調整を行うものとす
る。
　また、牟礼町の第1号被保険者の保険料に係
る納期については、合併年度は現行のとおりと
し、合併年度の翌年度から、高松市の制度に統
一する。

・保険料段階、保険料額、乗率及び納期が異な
る。
・滞納保険料の徴収方法が異なる。
・第１号被保険者の保険料については、運営主
体である市町が定める平成１８年度からの第３期
介護保険事業計画において、見直しを行うことと
なっている。３４，８００

５２，２００

乗率
０．５０
０．７５
―
１．２５

　第１段階
　第２段階 　第２段階

　第３段階

１６，２００
２９，１００

１．５０

１７，４００

４３，５００

２６，１００

　第４段階
　第５段階

　第３段階
　第４段階

６０，６００

―４０，４００

７０，７００
　第５段階
　第６段階

１．２５
１．５０
１．７５

５０，５００

問　　題　　点　　・　　課　　題

乗率
０．４０
０．７２

　第１段階

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

段　　階

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２３　介護保険事業の取扱い 部　 会 　名 健 康 福 祉

分　　　　類 介護保険料の賦課・徴収

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

段　　階

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　礼　　　　　　町

年額保険料（円） 年額保険料（円）
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１　介護・予防給付①現物給付 　高松市と同じ。 　給付費通知の通知回数等が異なる。

　　・居宅介護サービス　　　　　１割自己負担
　　・施設介護サービス　　　　　１割自己負担

（食事代は標準負担額　　１日７８０円）

②償還払
　　・福祉用具購入費の支給

　年間１０万円購入限度（１割自己負担）
　　・住宅改修費の支給
　　 　２０万円改修限度（１割自己負担）

　高松市の制度に統一する。

２　高額介護サー （内容） 　高松市と同じ。
　　ビス 　　１カ月の利用者負担額の合計が上限額を超えた

　額を支給
・一般世帯 ３７，２００円上限
・市民税世帯非課税 ２４，６００円上限
・生活保護受給者等 １５，０００円上限

３　給付費通知 （内容） （内容） 　高松市の制度に統一する。
　　サービス事業者名、サービス種類、サービス費合 　　サービス事業者名、サービス種類、サービス費合
　計額、自己負担額を月毎に記載した利用明細書を 　計額、自己負担額を月毎に記載した利用明細書
　４ヶ月に１回送付 　（国保連が作成）を３ヶ月に１回送付
（対象） （対象）
　　サービス利用者 　　高松市と同じ。
（時期） （時期）
　年３回（５月、９月、１月） 　年４回（５月、８月、１１月、2月）

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 介護保険給付事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　礼　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２３　介護保険事業の取扱い 部　 会 　名 健 康 福 祉
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１　法施行時の訪 （対象者） （対象者）
　　問介護利用者 　　法施行時に訪問介護を利用していた高齢者、障害 　高松市と同じ。
　　に対する助成 者で要綱に定める一定の要件を満たしている者

（助成内容） 負担割合（１０％）を下記の負担割合に軽減 （助成内容）
年度 15 16 　高松市と同じ。
高齢者 6% 6%
障害者 3% 3%

２　社会福祉法人 （対象者） （対象者）
　　減免に対する 低所得者で特に生計が困難なサービス利用者に対 高松市と同じ。
　　助成 し、利用者負担を減免した社会福祉法人

高松市の制度に統一する。
（所得要件） （所得要件）
サービス利用者の年間所得６０万円以下 サービス利用者の年間所得４２万円以下

（助成内容） （助成内容）
・ 対象サービス（老人福祉施設、通所介護等） 高松市と同じ。
・ 減免した利用者負担の総額が本来受領すべき収
　入の１％を超えた場合、所定の要件で、その２分の
　１の額を市が助成する。

３　離島での介護 （対象者） 該当なし。 高松市の制度に統一する。
　　サービス提供 男木島及び女木島でサービスを提供した事業者
　　事業者への助
　　成 （助成内容）

・ 福祉用具貸与，住宅改修，福祉用具購入を除き
　保険給付費に相当する額を助成するとともに全ての
　サービスについて旅客運賃および一部のサービス
　については海上輸送費を助成する。　　

高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　礼　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

行政制度等現況調書・調整方針

２３　介護保険事業の取扱い協 定 項 目

分　　　　類 利用者負担軽減事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

健 康 福 祉部　 会 　名

　社会福祉法人減免に対する助成の所得
要件が異なる。
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１　介護認定調査 （体制） （体制）
　　（直営） 　　職員２人、非常勤嘱託職員６人 　　職員５人、非常勤嘱託２人

　　　（非常勤嘱託職員は１年間の年度雇用）

（調査対象） （調査対象）
　　原則として、新規申請分の調査を実施 　新規申請分及び施設入所者分の一部
　　※直営による調査は、調査全体の約２割弱

２　介護認定調査 （調査対象） （調査対象）
　　（委託） 　　直営分を除く調査（原則として、更新分） 　　高松市と同じ。 　高松市の制度に統一する。

（委託先） （委託先）
　　市内老人介護支援センター１７カ所、老健施設４ 　　町内居宅介護支援事業所４カ所、遠隔地等
　カ所、遠隔地等については随時 　については随時

３　介護認定審査 　高松地区広域市町村圏振興事務組合による運営 　高松市と同じ。
　　会 　　（参考）

①委員構成
　・医療機関　　　 ４９　人
　・保健関係者　　２８　人 　高松市の制度に統一する。
　・福祉関係者　　４４　人
②委員の任期
　　２年間（平成１５．４．１～１７．３．３１）
③合議体数
　　２４（１合議体　５人）委員数　１２１人
④報酬
　　１回当たり　２１，７６０円

分　　　　類 介護認定調査事業等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２３　介護保険事業の取扱い 部　 会 　名 健 康 福 祉

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　礼　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題
　介護認定調査（直営）の調査対象が異な
る。
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協議第２４号資料 
 
 
 

「「都都市市提提携携ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

 国 外 都 市 と の 提 携 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４２ 

 国 内 都 市 と の 提 携 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４３ 
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　　　　　問　　題　　点　　・　　課　　題

　国外３都市と提携
　（姉妹都市）

・セント・ピーターズバーグ市（アメリカ）
　　昭和３６年１０月５日都市提携
・トゥール市（フランス）
　　昭和６３年６月３日都市提携

　（友好都市）
　 ・南昌市（中国） 　　　　　対　　　　　　応　　　　　　策

　　平成２年９月２８日都市提携

・各種交流活動を行うほか、市民レベルでの交流の
　促進に努めている。
・姉妹・友好都市との盟約及び議定書の趣旨に則り
　お互いの都市の親善・友好を促進するため、親善
　代表団の派遣及び受入を行っている。
・南昌市行政研修生を毎年１名受け入れているほか、
　セント・ピーターズバーグ市から高松第一高等学校
　英語科非常勤講師を１名招聘している。 　　　　　調　　　　　　整　　　　　　案

・都市提携先及び交流事業の内容が異な
る。
・姉妹都市委員会の活動内容等が異なる。　国外1都市と提携

・学生交換研修事業等については、地域間
の交流事業としての継続も検討する。
・職員交換研修事業については、合併時に
廃止する。
・牟礼町・エルバートン姉妹都市親善委員
会の活動については、牟礼地区住民の自
主活動への移行を検討する。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、エルバートン市との交流事業につ
いては、地域間交流のあり方等を含め、合
併時までに調整するものとする。

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

　（姉妹都市）
　　・エルバートン市（アメリカ）
　　　昭和58年11月21日提携

姉妹都市との友好と親善を深めることを目的に下記
事業を実施している。
①学生交換研修事業（主催：姉妹都市親善委員会）
②職員交換研修事業（主催：牟礼町）
③ニュースレター発行事業（主催：姉妹都市親善委員会）
④各種団体への補助事業（主催：姉妹都市親善委員会）
　（補助対象団体）
　　・ＭＥ友の会（既ホストファミリーを中心とした団
                     体）
　　・ＥＯＭＭ（既派米青少年を中心とした団体）

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１　都市提携 部　 会 　名 総　　　　　務

２　交流事業

３　姉妹都市委員
　　会

分　　　　類 国外都市との提携

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

１　都市名及び
　　提携年月日

（名称）
高松市姉妹都市委員会
（活動内容等）
・姉妹・友好都市交流事業の実施状況等について審
議する。
・姉妹都市委員会委員：８名

（名称）
牟礼町・エルバートン姉妹都市親善委員会
（活動内容等）
・姉妹都市交流に関わる事業に対して補助・支援等
を実施している。
・姉妹都市親善委員役員14名
・姉妹都市親善委員73名
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　国内３都市と提携
　（姉妹城都市）

・彦根市（滋賀県）
　　昭和４１年８月１５日都市提携

　（親善都市）
　 ・水戸市（茨城県）

　　昭和４９年４月１３日都市提携
　（友好都市）
　 ・矢島町（秋田県）

　　平成１１年１０月２７日都市提携
　　※平成17年3月22日合併予定

２　交流事業

　該当なし。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１　都市提携 部　 会 　名 総　　　　務

・３市（水戸市、彦根市、高松市）の親善と友好を深
めることを目的に３市が持ち回りで開催地となり、「３
市の観光と物産展」を開催しており、これまで高松市
で開催する際には、矢島町、高松町（現　かほく市）
を加えた３市２町の物産展として開催している。
・矢島町で行われる「産業文化祭」に参加し、物産の
実演販売を行っている。
・各都市とのスポーツ（交歓野球大会等）交流事業を
実施している。
・各都市において開催されるまつり等のイベントに参
加している。

分　　　　類 国内都市との提携

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

・都市提携先及び交流事業の内容が異な
る。
・高松市では、国内都市に係る姉妹都市委
員会を設置していない。

・物産交流事業及びわんぱく使節団交流事
業については、地域間の交流事業としての
継続も検討する。
・人物交流事業及び職員交換研修事業に
ついては、合併時に廃止する。
・牟礼村・牟礼町姉妹都市親善委員会の活
動については、牟礼町地域の住民の自主
活動へ移行する。

　国内１都市と提携
　（姉妹都市）
　　・牟礼村（長野県）
　　　　昭和６２年８月２３日都市提携
　　　　※平成17年10月1日合併予定

３　姉妹都市委員
　　会

　２町村の友好と親善を深めることを目的に下記事業
を実施している。
①物産交流事業（主催：姉妹都市親善委員会）
②わんぱく使節団交流事業（主催：牟礼町）
③人物交流事業（主催：姉妹都市親善委員会）
④職員交換研修事業（主催：牟礼町）

（名称）
　牟礼村・牟礼町姉妹都市親善委員会
（活動内容等）
・学識経験者等で構成する姉妹都市委員会により、
姉妹都市交流に関わる事業に対し補助・支援等を実
施している。
・姉妹都市親善委員　10名

１　都市名及び
　　提携年月日

　高松市の制度に統一する。
　ただし、牟礼村との交流事業について
は、地域間交流のあり方等を含め、合併時
までに調整するものとする。
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協議第２５号資料 
 
 
 

「「保保健健衛衛生生事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 医 事 監 視 指 導 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４５ 
 介 護 老 人 保 健 施 設 整 備 及 び 指 導 監 査 等 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４６ 
 地 域 保 健 推 進 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４７ 
 健 康 づ く り 推 進 プ ラ ン に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４８ 
 営 業 許 可 等 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４９～５０ 
 監 視 ・ 指 導 ・ 講 習 等 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５１～５３ 
 食 中 毒 予 防 推 進 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５４ 
 公 衆 浴 場 施 設 改 善 事 業 等 助 成 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５５ 
 狂 犬 病 予 防 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５６ 
 野 犬 対 策 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５７ 
 犬 猫 不 妊 去 勢 手 術 費 補 助 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５８ 
 エ イ ズ 予 防 ・ 相 談 指 導 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５９ 
 感 染 症 予 防 事 業 等 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６０～６１ 
 結 核 予 防 等 結 核 関 係 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６２～６４ 
 精 神 保 健 福 祉 相 談 等 指 導 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６５～６７ 
 精 神 障 害 者 社 会 復 帰 支 援 等 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６８～６９ 
 保 健 セ ン タ ー 施 設 ・ 機 能 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７０ 
 予 防 接 種 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７１ 
 母 子 健 康 教 室 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７２ 
 妊 婦 ・ 乳 幼 児 健 康 診 査 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７３ 
 健 康 教 育 ・ 健 康 相 談 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７４ 
 健 康 診 査 ・ が ん 検 診 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７５～７６ 
 地 域 保 健 組 織 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７７ 
 初 期 救 急 医 療 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７８ 
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１　医療監視 （実施機関） 中核市として、高松市が実施 （実施機関）   実施機関に差異がある。
   香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

１１３医療機関

　　　（病院34、有床診療所25、無床診療所54（歯科
診療所25を含む）で実施。）

【監視体制】
無床及び歯科診療所は薬剤師、診療放射線技師、

事務職の３名体制（有床診療所・病院には、医師、管
理栄養士、保健師などを適宜増員）
【回数】

病院は毎年、有床診療所は３年に１回、無床及び歯   高松市の制度を適用するとともに、実施機
科診療所は５年に１回医療監視を行っている。 関を香川県から高松市へ移行する。

２　医療機関の開 （実施機関） 中核市として、高松市が実施 （実施機関）
　　設許可等 （開設許可申請等）    香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

１０４件
（開設届等）
７８７件

（医療法人決算等の届出）
３０２件

３　医療関係従事 （実施機関） 中核市として、高松市が実施 （実施機関）   高松市の制度を適用する。
　　者の免許申請  （対象）    香川県東讃保健所において、同様の業務を実施
　　等 医師、歯科医師、看護師等医療従事者

（件数）
・医師免許の交付等    ４１９件
・医師免許の書換等    ２５９件
・医師免許の再交付等   ３７件
・医師免許の抹消等        ８件

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

 【実施医療機関数】

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

医事監視指導

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町
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１　介護保険施設 （施設数） ８　施設 （施設数） ２  施設   実施機関に差異がある。
　　の状況 （定員） ５７４　人 （定員） １３５  人

２　施設整備 （実施機関） 中核市として、高松市が実施 （実施機関）
（募集・選定）    香川県において、同様の業務を実施

３　介護老人保健 （実施機関） 中核市として、高松市が実施 （実施機関）
　　施設の変更許  （内容）    香川県において、同様の業務を実施   高松市の制度を適用するとともに、実施機

介護老人保健施設の開設者から、開設者の住所そ 関を香川県から高松市へ移行する。
の他の厚生労働省令で定める事項に変更の申請が
あった場合の処理
（体制）

１名(ただし、現地確認が必要な申請については2名）

４　介護老人保健 （実施機関） 中核市として、高松市が実施 （実施機関）
　　施設実地指導  （内容）    香川県において、同様の業務を実施

市内の介護老人保健施設に立ち入り、その設備、帳
簿書類等を検査する。(実地による検査と書面による   高松市の制度を適用する。

検査は、毎年交互に実施）
（指導体制）
薬剤師、保健師、事務職（２）、診療放射線技師、管
理栄養士の６名体制

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

高松圏域における整備枠に基づき募集し、社会福祉
施設整備等審査会での審議、県との開設許可に係
る協議を経て整備予定事業者を内定し、国庫補助協
議を行う。

項　　　　目

    可等

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 介護老人保健施設整備及び指導監査等

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉
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１　地域保健対策 （目的） 　高松市と同じ。
市民の健康増進に関する施策についての計画を定
め、生涯にわたる健康の保持・増進に係る施策の総
合的な推進を図る。
（活動）
保健・医療・福祉その他地域保健に関係する団体等
との緊密な連携を図っている。

２　地域保健推進 （設置日） 　該当なし。
　　協議会

（委員数）
　１５名
（活動内容）

　該当なし。 （設置日）
　 　平成１４年４月１日

（委員数）   高松市の制度に統一する。
　１２名
（活動内容）

３　健康づくり推進
　　協議会

　住民の生活の質の向上を目的に、毎年２回程度開
催し、保健事業計画や町の健康計画などについて
協議している。

※　保健所設置市として上記の「地域保健推進協議会」を設置し
　たことに伴い、「健康づくり推進協議会」を廃止した。
　　なお、「地域保健推進協議会」においては、「健康づくり推進
　協議会」を包含した活動を行っている。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

分　　　　類 地域保健推進

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

平成１１年７月１９日

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

問　　題　　点　　・　　課　　題

  高松市の地域保健推進協議会において、
牟礼町地域を含めた活動を行うものとす
る。

　中核市として保健所を設置したことに伴い、地域保
健法に基づき設置している。毎年２回程度開催し、
各年度の保健所の運営状況及び事業計画等につい
て協議するなど、地域保健の総合調整を行ってい
る。

　地域保健推進の組織に差異がある。

- 47 - 



１　計画推進 （内容） 　該当なし。

２　推進体制 （名称） 　該当なし。
 高松市地域保健推進協議会「健やか高松２１」推進
部会
（目的）

（委員）

　地域保健関係団体代表等１４名

（活動） 　高松市の制度を適用する。
　推進部会を年２回程度開催

　市民の健康と生活の質の向上を目指すとともに、健
康づくりを基盤に交流とふれあいによる生き生きとし
た地域づくりを推進するため、２０１２年までの健康づ
くり推進プラン「健やか高松２１」を推進するため、関
係団体代表等で構成する推進部会で、健康づくりの
具体の取り組み方等を協議するとともに、各種広報
媒体を通じて計画の啓発・実践に努めている。

　「健やか高松２１」を推進するため、一団体一運動
の推進等、計画の実践に向け協議している。

  高松市の制度に適用する。
　高松市健康づくり推進プラン「健やか高松
２１」については、合併年度の翌年度に、牟
礼町地域の実情等を踏まえ、牟礼町地域
を含めた計画に改訂するものとする。

  牟礼町では、健康づくり推進プランが策定
されていない。

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 健康づくり推進プラン

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町
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１　食品営業許可 （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　食品による事故（食中毒など）を防ぎ、安全な食生
活を確保するため、食品衛生法に基づき、各種営業
施設等に対して食品営業許可を与えている。

２　医薬品販売業・ （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　　薬局開設許可 　薬事法に基づき、安全な医薬品・医療用具の提供

と適正な使用を図るため、薬局・医薬品販売業者・医
療用具販売業・賃貸業者等に対して、許可を与えて
いる。

３　温泉利用の （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　　許可 　温泉法に基づき、温泉の適正な利用を図るため、
　 温泉利用施設に対し、許可を与えている。
４　毒物劇物販売 （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　　業登録 　毒物及び劇物取締法に基づき、毒物劇物による保

健衛生上の危害防止のため、毒物販売業者に対し、
登録を行っている。

５　旅館業の許可 （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　旅館業開設に係る許可を与えている。

６　興行場の許可 （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　興行場開設に係る許可を与えている。

７　公衆浴場の （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　　許可 　公衆浴場開設に係る許可を与えている。

８　理容業の許可 （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　理容業開設に係る許可を与えている。

９　美容業の許可 （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　美容業開設に係る許可を与えている。

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策
　高松市の制度を適用するとともに、実施機
関を香川県から高松市へ移行する。

　高松市の制度を適用する。

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

分　　　　類 営業許可等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

　実施機関に差異がある。
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１０　クリーニング （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　　　業の許可 　クリーニング所開設に係る許可を与えている。

１１　化製場の （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　　　許可 　化製場開設に係る許可を与えている。

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

問　　題　　点　　・　　課　　題

行政制度等現況調書・調整方針

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 営業許可等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施
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１　薬局・医薬品 （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　　販売業者指導 　薬事法に基づき、安全な医薬品の品質、有効性及

び安全性の確保と適正な使用を図るため、薬局及び
医薬品販売業者に対し、監視指導を実施。

２　温泉利用施設 （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　　指導 　温泉法に基づき、温泉の適正な利用を図るため、

温泉利用施設に対し、監視指導を実施。

３　毒物劇物販売 （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　　業者指導 　毒物及び劇物取締法に基づき、毒物劇物による保
　 健衛生上の危害防止のため、毒物販売業者に対し、

監視指導を実施。
４　旅館業の指導 （実施機関） 中核市として、高松市が実施

　旅館業の監視指導を行い、環境衛生の向上に努
めている。

５　興行場の指導 （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　興行場の監視指導を行い、環境衛生の向上に努
めている。

６　公衆浴場の （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　　指導 　公衆浴場の監視指導を行い、環境衛生の向上に

努めている。

７　理容業の指導 （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　理容業の監視指導を行い、環境衛生の向上に努
めている。

８　美容業の指導 （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　美容業の監視指導を行い、環境衛生の向上に努
めている。

（実施機関）
香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

　高松市の制度を適用するとともに、実施機
関を香川県から高松市へ移行する。

分　　　　類 監視・指導・講習等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

（実施機関）
香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

問　　題　　点　　・　　課　　題

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

　実施機関に差異がある。

　高松市の制度を適用する。
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９　クリーニング （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　　　業の指導 　クリーニング所の監視指導を行い、環境衛生の向

上に努めている。
１０　化製場の （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　　　指導 　化製場の監視指導を行い、環境衛生の向上に努

めている。
１１　専用水道・ （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　　　簡易水道の 　専用水道及び簡易専用水道などの衛生管理指導
　　　指導 を行うことにより、市民が安心して飲用することができ

る水の確保に努めている。
１２　食品関係営 （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　　　業施設の （監視指導・食品の収去）
　　　指導等 　各種営業施設等に対して監視指導・食品の収去業

務を実施している。

１３　プール・海水 （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　　浴場等指導 　プール等の水質検査等の監視指導を行っている。

１４　香川県食品 （実施機関） 中核市として、高松市が実施
　　衛生協会委託 （食品関係営業者自主管理体制）
　　事業 　食品衛生指導員が、食品関係営業施設を巡回し、

施設の衛生状態、食品の取扱い状況等を調査指導
し、自主管理体制の確立と食品衛生思想の普及向
上を図るため、食品関係営業者自主管理体制事業
を委託している。
（食品衛生教室）
　食品の安全性に対する不安を解消するため、消費
者に食品衛生知識の普及啓発を図るため、委託して
実施している。

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 監視・指導・講習等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉
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（食品衛生責任者養成講習会）
　食品衛生責任者の養成を行うことによって、営業者
等の資質の向上を図るとともに、自主管理体制の確
立を促進し、あわせて食品に起因する事故発生の防
止を図るため、委託して実施している。
（食品衛生責任者実務講習会）
　食品衛生責任者の実務教育を行うことによって、営
業者等の資質の向上を図るとともに、自主管理体制
の確立を促進し、あわせて食品に起因する事故発生
の防止を図るため、委託して実施している。
（食品衛生行政情報普及事業）
　食品衛生行政情報を営業者に普及することにより、
食品衛生思想の普及向上を図り、食中毒防止に資

するために、委託して実施している。
（食品関係者業種別自主管理事業）
　食品関係業種別に自主管理要領を作成し、営業
者による自主管理の徹底を図ることによって、食品の
事故の発生を防止するため、委託して実施している。

健　康　福　祉

分　　　　類 監視・指導・講習等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名
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対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

問　　題　　点　　・　　課　　題
　実施機関に差異がある。

分　　　　類 食中毒予防推進

２　病原性大腸菌
食中毒防止対策

（実施機関）　　中核市として、高松市が実施
病原性大腸菌食中毒防止のための啓発活動及び食
中毒事件が発生した場合の調査等を実施している。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

(実施機関)
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

(実施機関)
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

１　食中毒防止
対策

（実施機関）　　中核市として、高松市が実施
食中毒防止のための啓発活動及び食中毒事件が発
生した場合の調査等を実施している。
平成１５年度実績
食中毒発生状況 １回 患者数１７名

　高松市の制度を適用するとともに、実施機
関を香川県から高松市へ移行する。

　高松市の制度を適用する。

３　腸炎ビブリオ食
中毒等防止対策

４　フグ中毒防止
啓発事務

（実施機関）　　中核市として、高松市が実施
腸炎ビブリオ食中毒等防止対策のために５月～１２
月にかけて生食用魚介類の買上検査および啓発活
動を実施している。
平成１５年度実績
腸炎ビブリオ検査検体数  １６検体

（実施機関）　　中核市として、高松市が実施
フグ中毒防止のための啓発活動及びフグを収去し、
フグ毒性検査業務を実施している。
平成１５年度実績
ナシフグ毒性検査  ２０検体

調　　　　　　整　　　　　　案

(実施機関)
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

(実施機関)
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施
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　該当なし。

　該当なし。

　該当なし。

　高松市の制度を適用する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 公衆浴場施設改善事業等助成

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

３　公衆浴場業者
への水道料金の
助成

一般公衆浴場の公衆浴場業者に対して水道料金の
２分の１の額（１ヶ月につき１０万円を限度）を助成し
ている。
平成１５年度実績
公衆浴場業者数  ２４軒
補助金額  １２，０２９千円

問　　題　　点　　・　　課　　題
一般公衆浴場の浴室等の施設改善事業に対し助成
を行っている。
平成１５年度実績
４業者７件
補助金額  ３，８６６千円

１　施設改善事業
補助金

高松公衆浴場組合の実施する活性化事業等に対し
て補助金を支出している。
平成１５年度実績
活性化のための相談業務・イベント等
補助金額  ２，０００千円

２　活性化事業等
補助金

- 55 - 



分　　　　類 狂犬病予防

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

２　犬の登録管理 　狂犬病予防法に基づき、犬の登録等の業務を実施
している。なお、犬の登録等についての事務の一部
は、香川県獣医師会に委託して実施している。

平成１６年３月３１日現在
登録頭数  １５，９７４頭
平成１５年度登録頭数 １，３７４頭

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

問　　題　　点　　・　　課　　題
１　狂犬病予防注
射

　狂犬病予防法に基づき、４月（１１日間１０３箇所）、
５月（４日間４２箇所）に各地域を車２台（各２名）、土・
日のみ車３台で巡回し、狂犬病の予防のための集合
注射を実施している。なお、注射については、香川
県獣医師会に委託して実施している。

平成１５年度実績
注射数  １０，５３６件

　狂犬病予防法に基づき、４月（４日間１５箇所）に町
内の各地域を巡回し、狂犬病予防のための集合注
射を実施している。
　なお、注射については、香川県獣医師会に委託し
て実施している。

平成１５年度実績
注射数  　８７１件

　高松市と同じ。

平成１６年３月３１日現在
登録頭数１，１０２頭
平成１５年度登録頭数 １２２頭

　高松市の制度に統一する。
調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策
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行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

分　　　　類 野犬対策

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策　野犬対策のため、捕獲箱の貸出し及び引取り業務
を実施している。
平成１５年度実績
捕獲箱延べ貸出日数  １２，３２１日
捕獲箱数  ５０台（サークル一式含む。）

　高松市の制度に統一する。
　高松市と同じ。

平成１５年度実績
捕獲箱数　７台

　狂犬病予防法に基づいて、香川県東讃保健所と連
携し、野犬等の捕獲及び保護を実施している。
平成１５年度実績
返還    ０件
捕獲体制等
捕獲担当　１名（兼務）
軽トラック  １台（共用）

　牟礼町では、野犬等の抑留を行っていな
い。

　高松市の制度に統一する。

１　野犬等の捕獲・
保護・抑留

　中核市の事務として、狂犬病予防法に基づいて、
野犬等の捕獲・保護・抑留を実施している。
平成１５年度実績
抑留  ６９６件
返還    ２７件
捕獲体制等
獣医師  ３名  非常勤捕獲員  ２名
捕獲車  １台  軽捕獲車  １台
軽トラック  １台

２　捕獲箱貸し出
し・引取り

- 57 - 



　高松市の制度を適用する。

１　犬猫不妊去勢
手術費補助

高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

　牟礼町では実施していない。犬猫の不必要な繁殖防止に寄与するため、犬猫不
妊去勢手術費の一部を助成している。

犬または猫１頭につき　３，０００円
※ただし、猫は１世帯につき１年度２頭まで。
 　　　　　　犬は制限なし（登録している犬のみ）。
平成１５年度実績
補助金申請数  １，１０５頭
補助金額    ３，３１５千円

問　　題　　点　　・　　課　　題
　該当なし。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

　高松市の制度を適用する。

分　　　　類 犬猫不妊去勢手術費補助事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目
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問　　題　　点　　・　　課　　題項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

分　　　　類 エイズ予防・相談指導事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

１　エイズ予防啓
発事業

（実施機関）
　香川県において、同様の業務を実施

※成人式において、エイズ予防のパンフレットを配布し、啓
発を行っている。

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　世界エイズデーに合わせて市民を対象にイベント
を開催し、正しい知識の普及啓発を行っている。ま
た、文化祭や大学祭等の機会をとらえて、若年者に
対してエイズの予防啓発を行っている。

２　エイズ相談・検
査事業

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　エイズやＨＩＶ感染の不安のある人を対象に月２
回、医師による個別相談や血液検査を実施するとと
もに、日常においても保健師による相談を行ってい
る。エイズ検査は保健所医師、保健師１名、看護師
（嘱託）１名が担当、日常の相談は保健師２名が担当
している。
平成１５年度エイズ相談　３０９件
平成１５年度エイズ検査　１２７件

　実施機関に差異がある。　

　高松市の制度を適用するとともに、実施機
関を香川県から高松市へ移行する。

　高松市の制度を適用する。
調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施
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問　　題　　点　　・　　課　　題

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

１　感染症予防啓
発事業

　広報への記事掲載、リーフレットの配布等を行い、
市民等に対しＯ１５７、インフルエンザ等感染症の予
防啓発に努めている。

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　Ｂ型・Ｃ型肝炎検査を希望する人を対象に、月１
回、医師による個別相談、血液検査を実施し、感染
への不安解消及び正しい知識の普及を図っている。
検査は保健所医師、保健師１名、看護師（嘱託）１名
で担当している。

２　Ｂ型・Ｃ型肝炎
検査

（実施機関）
中核市として、高松市が実施
（内容）
　感染症の発生状況の収集・分析を行うため、指定し
た患者定点医療機関から２７の疾病の発生件数を週
または月単位で報告を求めている。また、病原体定
点医療機関からインフルエンザウイルスの型等を調
査するための検体の採取を依頼している。患者定点
医療機関１８か所、病原体定点医療機関４か所。

３　感染症発生動
向調査事業

　高松市と同じ。

分　　　　類 感染症予防事業等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　感染症のまん延防止を図るため、２・３類感染症に
感染しているおそれがある者に対し健康診断（検便）
を実施している。
（実績）
　平成１５年度　細菌性赤痢３人／Ｏ１５７　１４人／
　　　　　　　　 О２６　７人　⇒計２４人

４　感染症発生時
調査・健康診断

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

　実施機関に差異がある。　

　高松市の制度を適用するとともに、実施機
関を香川県から高松市へ移行する。

　高松市の制度を適用する。
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調　　　　　　整　　　　　　案

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

６　感染症患者入
院医療費公費負
担

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　１・２類感染症患者の指定医療機関への入院に際
する医療費について公費負担をしている。
平成１５年度は１・２類感染症の発生はない。

対　　　　　　応　　　　　　策

２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

５　感染症診査協
議会

（実施機関）
　中核市として、高松市が設置
（内容）
　１・２類感染症患者の指定医療機関への入院勧告
及び入院期間の延長について審議するため、必要
時、感染症診査協議会を開催している。委員は医師
４名（内２名は感染症指定医療機関の医師）学識経
験者２名。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目

感染症予防事業等

健　康　福　祉

分　　　　類

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施
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行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

分　　　　類 結核予防等結核関係事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

３　結核予防対策 　結核予防週間等の機会をとらえ、市民等に対して
広報への記事掲載、各地区保健委員会等を通じて
のリーフレットの配布等、広く結核予防意識の普及啓
発に努めている。
　結核対策の総合的な推進について協議するため、
結核対策会議を開催している。委員は医師５名と保
健所長。年１回開催するほか、集団感染のおそれが
ある場合などは随時開催する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　地区担当制で２名の保健師が結核登録患者の初
回対応から削除まで、相談・指導、医療機関等連
絡、管理検診の実施などにより管理している。
平成１５年度末結核登録患者１５４人
平成１５年度新登録患者　　　　８０人

２　結核患者管理

１　結核定期外検
診事業

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　結核患者の家族等接触者に対して、ツベルクリン
反応検査、胸部エックス線検査など定期外の健康診
断を月２回実施している。従事者は医師会委託の医
師１名、保健師２名、看護師（嘱託）１名、放射線技
師１名。平成１５年度はツベルクリン反応検査につい
ては６５人、胸部レントゲンについては３１９人に実
施。

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

　住民検診等の機会をとらえ、町民等に対してリーフ
レットの配布等、広く結核予防意識の普及啓発に努
めている。

　実施機関に差異がある。　

　高松市の制度を適用するとともに、実施機
関を香川県から高松市へ移行する。

　高松市の制度を適用する。
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問　　題　　点　　・　　課　　題
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

分　　　　類 結核予防等結核関係事業

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

６　結核対策特別
促進事業

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　結核予防法の規定により、私立学校または政令で
定める施設が実施する定期健康診断の費用の２／３
を補助している。平成１５年度は２８施設、３，９２３人
に対して補助した。

４　結核健康診断
補助事業

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　結核患者に対し、結核診査協議会において承認さ
れた医療について公費負担を行っている。平成１５
年度は１６９件について医療費の公費負担を実施し
た。
平成１５年度末命令入所患者１１人。

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　結核医療従事者等の資質の向上を図るため、医師
研修会の開催、結核の後遺症等で低肺機能となっ
た患者とその家族を対象に呼吸器教室を開催する
ほか、一般市民への結核予防についての意識啓発
を図るため平成１５年度は事業所衛生担当者を対象
とした研修会を開催するなど事業を実施している。

５　結核医療費公
費負担

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施
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部　 会 　名 健　康　福　祉

１０　結核健康診
断実施報告

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　結核予防法の規定により、市内における学校、施
設、事業所等からの定期健康診断の実施状況につ
いての報告を受けている。主に事務職１名が担当し
ている。平成１５年度は２５３件の報告を受けた。

７　結核定期病状
調査事業

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　治療を終了し経過観察中の患者の病状等につい
て、文書で照会し、これをもとに患者に対する適切な
指導を行っている。平成１５年度は６８件の定期病状
調査を実施した。

高　　　　　　　松　　　　　　　市

８　結核診査協議
会運営費

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　結核患者に対する医療の適否を審査するため、月
２回結核診査協議会を開催している。委員は医師４
名と保健所長。

分　　　　類 結核予防等結核関係事業

９　結核指定医療
機関関係事務

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　結核予防法の規定により、結核についての医療を
担当する医療機関の指定及び解除を申請に基づき
行っている。事務職１名が担当している。平成１５年
度は５６件の指定・解除を行った。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

問　　題　　点　　・　　課　　題
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施
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行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 精神保健福祉相談等指導事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

２　訪問指導

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　アルコールを飲むことによって、健康を害したり、社
会や家族間の人間関係で悩んでいる本人や家族を
対象に、アルコール問題について学ぶことを目的に
年１回、３回コースで実施している。講師は医師・臨
床心理士（講演）、酒害者・家族（体験発表）、３回目
は自助グループの紹介もしている。平成１５年度は、
参加者延べ１３２人。従事者は保健師３名。（内１名
嘱託）

４　アルコール問
題を考えるつどい

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　こころの健康についての個別相談を随時実施して
いる。この相談は保健師４名が担当している。
医師による相談として、精神一般相談を月１回、思春
期こころの相談を月１回、酒害相談を年６回実施して
いる。平成１５年度は保健師による相談１,248件、医
師による相談17件。

１　こころの健康相
談

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　精神保健福祉の意識啓発の一環として年１回（３回
コースで１回２時間）実施している。講師は医師等。
平成１５年度の参加者は延べ１３９人。

３　こころの健康セ
ミナー

　精神障害者の社会復帰支援等のため、保健師４名
が訪問指導を実施している。
　平成１5年度は４６４件訪問。

　実施機関に差異がある。　

　高松市の制度を適用するとともに、実施機
関を香川県から高松市へ移行する。

　高松市の制度を適用する。

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施
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調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

問　　題　　点　　・　　課　　題

部　 会 　名 健　康　福　祉協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業

行政制度等現況調書・調整方針

分　　　　類 精神保健福祉相談等指導事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　毎年１回実施。
　平成１５年度は、高松大学の大学祭にて、アルコー
ルパッチテスト、いっき飲み防止等を行い、若年者の
アルコール問題の啓発を図った。
　平成１５年度は、小中学校の養護教諭と保健主事
を対象にアルコール関連問題の知識普及とアルコー
ル予防教育実践への意識啓発を行い、１１７人参
加。

５　若年者に対す
る酒害啓発

６　統合失調症家
族教室・ＯＢ会

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　統合失調症の患者を持つ家族（１５人程度）を対象
に統合失調症家族教室を年１回（４回コース）実施し
ている。講師は精神科医師、ソーシャルワーカー、保
健師等。
　また、家族教室修了者を対象に、統合失調症家族
教室ＯＢ会を毎月１回実施している。
従事者は保健師２名。

７　ｱﾙｺｰﾙ問題を
考える家族のつど
い

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　アルコール問題を持っている家族を対象に、病気
への理解を深め、相互に支え合い酒害者の回復を
支援するため、平成１５年度は試行的に８月から毎月
１回開催している。
　参加者は１０～１５人程度。従事者は保健師２名。

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施
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協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

問　　題　　点　　・　　課　　題
８　精神障害者ﾎｰ
ﾑﾍﾙﾊﾟｰ研修会

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　高松市社会福祉協議会等ホームヘルパー約２０人
を対象に、精神障害者への対応が円滑に行えるよう
に精神障害者に関する基礎知識等の研修を３回
コースで実施している。講師は精神科医師、精神科
ＰＳＷ、ホームヘルパー、当事者、保健師。修了者に
は修了証を交付している。担当は保健師３名。（内１
名嘱託）

９　家族会支援 （実施機関）
　高松市が実施
（内容）
　高松精神障害者家族会（むつみ会）に対して運営
補助を行うとともに、同会が毎月１回開催する定例会
に側面的な援助を行っている。保健師１名が担当し
ている。

分　　　　類

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

　該当なし。

精神保健福祉相談等指導事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針
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分　　　　類 精神障害者社会復帰支援等事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

対　　　　　　応　　　　　　策

問　　題　　点　　・　　課　　題
　在宅の精神障害者（主に統合失調症）を対象に、
昼間の居場所の一つとして毎週１回、話し合いや各
種活動（俳句、絵画、紙粘土、おやつ作り等）を実施
している。主に保健師２名（内１名嘱託）で担当して
いる。

１　デイケア （実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

調　　　　　　整　　　　　　案

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　保健所が窓口となって、精神障害者に協力事業所
を紹介し、希望者の面接、作業支援、月１回の事業
主と本人との面接などを行い、社会復帰への支援を
している。保健師１名が担当。

年３回開催されるネットワーク会議に参加している。
毎月１回開催される精神障害者家族会むつみ会に
参加するほか、必要時関係者会を開催している。

２　社会適応訓練
事業

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　医療保護入退院届等について随時受け付けし、３
週間ごとに開催される香川県精神医療審査会までに
提出している。担当は保健師２名。（内１名嘱託）
　平成１５年度は、県に対し５４４件進達した。

４　医療保護入退
院届等受付

３　社会復帰施設
等との連携

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

　実施機関に差異がある。　

　高松市の制度を適用するとともに、実施機
関を香川県から高松市へ移行する。

　高松市の制度を適用する。
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２４－１１　保健衛生事業

行政制度等現況調書・調整方針

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

部　 会 　名 健　康　福　祉

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

分　　　　類 精神障害者社会復帰支援等事業

協 定 項 目

調　　　　　　整　　　　　　案

（実施機関）
　中核市として、高松市が実施
（内容）
　毎月５日付けで精神科病院月報（病床数、入院形
態別患者数等）を受け付け、点検し、県へ進達して
いる。
　担当は保健師２名。（内１名嘱託）

５　病院月報受付
事務

（実施機関）
　高松市が実施
（内容）
　医療保護入院に必要な保護者の同意を市長が行
う際の事務。
　平成１５年度は６件市長同意を行った。事務は主に
保健師１名が担当している。

６　市・町長同意
関係事務

対　　　　　　応　　　　　　策

（実施機関）
　香川県東讃保健所において、同様の業務を実施

（実施機関）
　牟礼町が実施
（内容）
　医療保護入院に必要な保護者の同意を町長が行
う際の事務。
　ここ数年該当なし。
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１　施設の概要 ①名称 　該当なし。
　　高松市保健センター

②所在地等
　　高松市桜町一丁目９番１２号 　
　　　（鉄筋コンクリート造　地下１階 地上６階建）
③開設日
 　平成６年７月１日 　

２　設置の経緯等 （経緯）
・市民の保健ニーズの増大・多様化に対応し、乳幼児
　期から高齢期までのライフステージに応じた保健事
　業を総合的に行う拠点施設として整備

（位置付け）
　市町村保健センター

３　機能 ①保健センター機能
  ＜施設における主な実施事業＞
     母子健康手帳交付、乳児相談、１歳６か月児・
     ３歳児健康診査、健康教室、健康相談、歯科保健
　など   高松市の制度を適用する。
②併設機能
　・夜間急病診療所

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 保健センター施設・機能

問　　題　　点　　・　　課　　題
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉
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１　実施方法

三種混合 個別 無料 三種混合 個別 無料

二種混合（２期） 個別 無料 二種混合（２期） 個別 無料

急性灰白髄炎 　　　　集団 無料 急性灰白髄炎 　　　　集団 無料

麻しん 個別 無料 麻しん 個別 無料

風しん 個別 無料 風しん 個別 無料

日本脳炎 個別 無料 日本脳炎 個別 無料

インフルエンザ 個別 1,200円 インフルエンザ 個別 1,200円

ツベルクリン反応 個別 無料 ツベルクリン反応         集団 無料

検査・BCG接種 検査・BCG接種 　高松市の制度に統一する。

個別＝医療機関で実施 個別＝医療機関で実施

集団＝保健センター、各地区公民館で実施 集団＝老人福祉センターで実施

　高松市の制度に統一する。

予防接種名 実施方法 自己負担額

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

予防接種名 実施方法 自己負担額

　ツベルクリン反応検査・BCG接種の実施
方法に差異がある。

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 予防接種

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉
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１　主な事業の
   実施内容

※上記以外にも、地区公民館において「母子保
健セミナー」等の母子健康教育を実施してい
る。

育児支援事業
「ひまわり」

育児不安を抱える保護者を
対象にした心理相談員等に
よる個別及び集団での相談
指導

親子の歯の健
康教室

幼児とその保護者を対象にした
歯科健診、ブラッシング指導等 　高松市の制度に統一する。

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

　母子健康教育として実施している事業内
容に差異がある。

　高松市の制度に統一する。

親子の歯の健
康教室

該当なし

日曜子育てひろ
ば（親子ふれあ
いコース）

該当なし

育児支援事業
「ひまわり」

該当なし

日曜子育てひろ
ば（はじめての
パパママコー
ス）

該当なし

赤ちゃん学級
（３・４か月児健
診）

乳児とその保護者を対象にした
離乳食と育児についての講義
等（３・４か月児健診後実施）

育児学級（９・１
０か月児相談）

９・１０か月児相談後、事故防止
を中心に講義等

日曜子育てひろ
ば（はじめての
パパママコー
ス）

初妊婦と夫等を対象にした
育児についての講義、妊婦
の疑似体験、沐浴実習等

幼児とその父母等を対象に
した親子ふれあい遊び等

日曜子育てひろ
ば（親子ふれあ
いコース）

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

分　　　　類 母子健康教育

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

事業名 内  容

妊婦等を対象にした妊娠中の
生活、出産の準備等について
の講義や実習

事業名 内  容

両親学級 妊婦と夫を対象にした妊娠中の生
活、出産の準備等についての講義
や実習、妊婦の疑似体験

乳児とその保護者を対象にした
離乳食と育児についての講義
等

１～３歳の幼児とその保護者を
対象にした育児、食事等につ
いての講義等

マタニティ教室

はぐくみ学級

すくすく学級
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１　実施方法
実施方法 自己負担額 実施方法 自己負担額

個別＝医療機関で実施 個別＝医療機関で実施

集団＝保健センター、各地区公民館等で実施 集団＝老人福祉センターで実施

健康診査=医師による診察あり 健康診査=医師による診察あり

相談＝保健師等による相談（医師診察なし） 相談＝保健師等による相談（医師診察なし）

事業名

妊婦健康診査 個別 無料

幼児歯科健康診査 集団 無料

事業名

３歳児健康診査 集団 無料

９・１０か月児相談 該当なし ―

１歳６か月児健康診査 集団 無料

乳児相談 集団 無料

３・４か月児健康診査 該当なし ―

４か月児相談 集団 無料

妊婦歯科健康診査

乳児一般健康診査

個別 無料

個別 無料

個別 無料

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

問　　題　　点　　・　　課　　題

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 妊婦・乳幼児健康診査

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

妊婦健康診査

妊婦歯科健康診査 該当なし ―

乳児一般健康診査 個別 無料

３・４か月児健康診査 集団 無料

乳児相談 集団 無料

―４か月児相談 該当なし

９・１０か月児相談 集団 無料

１歳６か月児健康診査 集団 無料

集団 無料

幼児歯科健康診査 該当なし ―

こども相談 集団 無料

ことば相談 集団 無料

・牟礼町では、妊婦歯科健康診査、４か月
児相談、幼児歯科健康診査、ことば相談
を実施していない。
・高松市では、３・４か月児健康診査及び
９・１０か月児相談を実施していない。
・高松市の制度に統一すると、１歳６か月
児健康診査、３歳児健康診査及びこども
相談については、高松市保健センターで
実施することになる。

　高松市の制度に統一する。
  ただし、牟礼町地域における１歳６か月
児健康診査、３歳児健康診査及びこども
相談の実施場所については、現行のとお
りとするが、合併年度の翌年度から３年度
目において見直しを行うものとする。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、牟礼町地域における１歳６か月
児健康診査、３歳児健康診査及びこども
相談の実施場所については、合併年度及
びこれに続く３年度について現行のとおり
とする。

ことば相談 該当なし ―

こども相談 集団 無料

３歳児健康診査



１　健康まつり （目的） （目的）
　「健やか高松２１」事業の目的達成のため、生涯を 　　町民健康づくり推進を目的として、健康チェッ
通じた健康づくりを積極的に推進する啓発の場 クデーを開催する。

（実施場所） （実施場所）
　保健センター 　　老人福祉センター

（実施時期） （実施時期）
　　毎年９月の第１日曜日 　　毎年４月～６月の日曜日のうち２日

（内容） （内容）

　健康チェック、健康相談、歯科検診等 　　骨密度測定、体脂肪測定、血圧測定、歯科相談

　　健康相談、展示コーナー

２　骨粗しょう症 （実施場所）    該当なし
　　予防教室 　保健センター

（実施時期）
　原則として、毎週月曜日

（内容）
　骨密度測定、健康相談を実施

（自己負担額）
　なし

・健康まつりの実施内容等に差異がある。
・牟礼町では、骨粗しょう症予防教室を実
施していない。

・牟礼町で実施している健康まつりについ
ては、高松市の健康まつりに統合するもの
とする。
・骨粗しょう症予防教室については、高松
市の制度を適用する。

　高松市の制度に統一する。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 健康教育・健康相談

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉
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基本健康診査 個別 基本健康診査 個別

胃がん検診 　　　　　集団 胃がん検診 　　　　　集団

肺がん検診 　　　　　集団 肺がん検診 　　　　　集団

大腸がん検診 　　　　　集団 大腸がん検診 　　　　　集団

子宮がん検診 個別  ・ 集団 子宮がん検診 　　　　　集団

乳がん検診 個別 乳がん検診 　　　　　集団

前立腺がん検診 個別 前立腺がん検診 個別

肝炎ウィルス検診 個別 肝炎ウィルス検診 個別

結核検診 　　　　　集団 結核検診 　　　　　集団

成人歯科健診 個別 成人歯科健診 該当なし

個別＝医療機関で実施 個別＝医療機関で実施

集団＝保健センター、検診車等で実施 集団＝老人福祉センター、検診車等で実施

基本健康診査 無料 基本健康診査 500円

胃がん検診 1,300円 胃がん検診 800円

肺がん検診 喀痰検査：800円 肺がん検診 喀痰検査：４00円
大腸がん検診 500円 大腸がん検診 500円
子宮がん検診 個別：2,200円 子宮がん検診 集団：600円

集団：1,000円

乳がん検診 視触診：1,000円， 乳がん検診 超音波：５００円

視触診+マンモグラフィ マンモグラフィ：2,000円

：2,000円 　　〃７０歳以上：1,000円

前立腺がん検診 40～69歳：1,200円 前立腺がん検診 40～69歳：1,200円

70歳以上：　600円 70歳以上：　600円

肝炎ウィルス検診 無料 肝炎ウィルス検診 無料

結核検診 無料 結核検診 無料

成人歯科健診 無料 成人歯科健診 該当なし

１　実施方法
問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

事業名 実施方法 事業名 実施方法 ・実施方法、自己負担額、自己負担免除
者に差異がある。
・牟礼町では、成人歯科健診を実施して
いない。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

分　　　　類 健康診査・がん検診

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

自己負担額自己負担額事業名 事業名

調　　　　　　整　　　　　　案

  高松市の制度に統一する。
　なお、国の制度の変更等により、検診の
実施方法等に差異が生じる場合について
は、合併時までに調整するものとする。

  高松市の制度に統一する。

２　自己負担額
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３　自己負担免除 ①胃・肺・大腸・子宮・乳がん検診： ①胃・肺・大腸・子宮がん検診：

　　者     　70歳以上、生活保護世帯、市民税非課税世帯     　70歳以上、生活保護世帯、町民税非課税世帯

　　　65歳以上の老人保健法の医療受給者

②前立腺がん検診： ②前立腺・乳がん検診：

   　生活保護世帯、市民税非課税世帯    　生活保護世帯、町民税非課税世帯

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

問　　題　　点　　・　　課　　題

行政制度等現況調書・調整方針

分　　　　類 健康診査・がん検診

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
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１　地域保健組織

地区保健委員会 ３５組織 地区保健委員会 該当なし

保健委員会連絡 ３５地区の保健委員会の 保健委員会連絡 該当なし

協議会 会長で組織 協議会

地区献血推進 ３５組織 地区献血推進 該当なし

協議会 協議会

献血推進協議会 ３５地区の地区献血推進 献血推進協議会 該当なし

連合会 協議会の会長で組織 連合会

食生活改善推進 会員１４０人 食生活改善推進 会員８１人

協議会 協議会

  高松市の制度に統一する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

組織名 組織数等

調　　　　　　整　　　　　　案

組織名 組織数等

対　　　　　　応　　　　　　策

・牟礼町には、地区保健委員会、保健委
員会連絡協議会、地区献血推進協議会
及び献血推進協議会連合会がない。

・牟礼町地域において地区保健委員会
及び地区献血推進協議会の組織化を促
すものとする。
・牟礼町の食生活改善推進協議会につ
いては、高松市食生活改善推進協議会
への統合を促すものとする。

地域保健組織

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

分　　　　類

問　　題　　点　　・　　課　　題牟　　　　　　　礼　　　　　　　町項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市
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１　夜間急病診療 （内容） 　該当なし。
　　夜間における内科・小児科の急病患者の初期
　医療を年中無休で実施
（診療科目）
　　内科、小児科
（診療日・診療時間）
　　毎日
　　午後７時３０分～午後１１時３０分
（場所）
　　高松市夜間急病診療所（保健センター１階）

２　休日歯科診療 （補助対象事業内容） 　該当なし。
　補助事業 　　高松市歯科医師会が行う日曜，祝日等の歯科

　診療事業
（診療日・診療時間）
　　日曜・祝日・年末年始
　　午前９時～午後４時
（場所）
　　高松市歯科救急医療センター（高松市福岡町）

３　夜間救急歯科 （補助対象事業内容） 　該当なし。
　診療補助事業 　　高松市歯科医師会が行う平日夜間の救急歯科   高松市の制度を適用する。

　診療事業
（診療日・診療時間）
　　月曜日～土曜日（祝日は除く）
　　午後７時３０分～午後９時３０分
（場所）
　　高松市歯科救急医療センター（高松市福岡町）

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題
　牟礼町では初期救急医療を実施してい
ない。

  高松市の制度を適用する。

分　　　　類 初期救急医療

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１１　保健衛生事業 部　 会 　名 健　康　福　祉
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協議第２６～２９号資料 
 
 
 

「「そそのの他他のの事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

 （協議第２６号）情 報 公 開 制 度 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８０ 

 （協議第２７号）外 部 監 査 制 度 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８１ 

 （協議第２８号）市 ・ 町 民 褒 章 制 度 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８２ 

 （協議第２９号）水 問 題 対 策 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８３～８４
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１　制度の概要 （根拠） （根拠）
　高松市情報公開条例 　牟礼町情報公開条例（※平成１７年４月１日施行）
（公開対象） （公開対象）

（公開請求者） （公開請求者）
　何人も請求できる。

・町の区域内の学校に在学する者

２　公開方法 （公開場所） （公開場所）
　市役所本庁　情報公開コーナーにおいて公開 　牟礼町役場
（写しの交付に要する費用） （写しの交付に要する費用）
　Ａ３　　１０円/枚 Ａ３超　　市長が定める額 　Ａ３　　１０円/枚 Ａ３超　　町長が定める額
　Ａ３ カラー　　１００円/枚 　Ａ３ カラー　　１００円/枚

３　審査会 （名称） （名称）
　高松市情報公開審査会 　牟礼町情報公開審査会
（委員数） （委員数）
　５名以内 　５名以内
（任期） （任期）
　２年　 　２年　

・町の区域内の事務所及び事業所に勤務する者

・前号各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事
務及び事業に関し利害関係を有するもの

実施機関（町長、教育委員会、選挙管理委員会、監
査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、
上水道事業管理者及び議会）の職員が職務上作成
し、又は取得した文書、図面、写真、マイクロフイルム
及び電磁的記録（電子的方法、磁気的方法その他
人の知覚によって認識することができない方法で作
られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施
機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施
機関が保有しているもの。

・町の区域内に住所を有する個人
・町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及
び法人その他の団体

分　　　　類 情報公開制度

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２３　その他の事業(情報公開制度） 部　 会 　名 総　　　務

高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町
 　牟礼町は情報公開条例が施行されてい
ない。

　高松市の制度に統一する。

　実施機関（市長、水道事業管理者、消防局長、教
育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委
員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議
会）の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図
面、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録（電子的
方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識
することができない方式で作られた記録をいう。以下
同じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に
用いるものとして、当該実施機関が保有しているも
の。

　高松市の制度に統一する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案



１　概要

２　実施状況

（目的） 　該当なし。

　１　包括外部監査契約に基づく監査

・外部監査人 １名
・補助者 若干名

　２　個別外部監査契約に基づく監査 　高松市の制度を適用する。

　高松市の制度を適用する。

　包括外部監査は、地方自治法の規定に基づき、平
成１１年度より毎年実施している。
　個別外部監査は、実績なし。

　　　（都道府県、政令指定都市、中核市は義務付け
　　　　られている。）

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　監査機能の独立性、専門性をより一層充実させる
ため、契約した外部の専門的知識を有する包括外部
監査人により、特定のテーマを選定し、実施する。

　牟礼町では、外部監査を実施していな
い。

　市長、議会からの監査請求や住民監査請求
に係る個別外部監査契約に基づき実施する。

分　　　　類 外部監査制度

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２３　その他の事業（外部監査制度） 部　 会 　名 総　　　務

- 81 - 



１　名誉市・町民 【制度の概要】 【制度の概要】
（主旨） （主旨）

（根拠） （根拠）
　高松市名誉市民条例 　牟礼町名誉町民条例
（名誉市民数） （名誉町民数）
　２名（故人） 　９名　（うち８名は故人）

２　市・町政功労 【制度の概要】 【制度の概要】
　　賞 （主旨）

３　市・町民栄誉 【制度の概要】 　該当なし。
　　賞

　高松市民または高松市に縁故の深い者で、広く社
会の進展、学術文化の興隆に貢献し、その功績が卓
絶しており、郷土の誇りとして市民から尊敬されてい
る者に対し、名誉市民の称号を贈り顕彰し、市の公
の式典への参列や死亡の際における相当の礼を
もってする弔慰など、事後の待遇措置を設けている。

　本市の公益の増進に寄与し、または市政の振興発
展に尽力し、功労が顕著な者を、毎年２月15日の市
制施行記念日に表彰する。受賞者には、式典への
招待や死亡時の弔辞等の待遇を設けている。

（主旨）　広く公共の福祉の増進又は、文化の興隆に
功績があり、町民の尊敬を受ける者を顕彰し、栄誉を
たたえる。受賞者には、式典への参列や死亡の際の
弔慰等の待遇を設けている。

 牟礼町民または牟礼町に特別縁故の深い者で町政
の振興、学術文化の向上、産業の進展に貢献しその
功績が卓絶しており、郷土の誇りとし且つ尊敬に値
すると認める者に名誉町民の称号を贈り顕彰し、町
の公の式典への参列や死亡の際における相当の礼
をもってする弔慰などの待遇措置を設けている。

対　　　　　　応　　　　　　策

・名誉市・町民及び市・町政功労賞に差異
がある。
・牟礼町では、町民栄誉賞を設けていな
い。

　牟礼町の名誉町民及び町政功労者につ
いては、牟礼地区の名誉町民及び町政功
労者として継承するものとし、待遇の内容
は、合併時までに調整するものとする。

　高松市の制度に統一する。
　牟礼町の名誉町民及び町政功労者につ
いては、牟礼地区の名誉町民及び町政功
労者として継承するものとし、待遇の内容
は、合併時までに調整するものとする。

調　　　　　　整　　　　　　案

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

（贈呈状況）
   これまでに８名に贈呈（うち６名は故人）

（根拠）
　牟礼町功労者及び表彰に関する条例

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２３　その他の事業（市・町民褒章制度） 部　 会 　名 総　　　務

分　　　　類 市・町民褒章制度

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

（根拠）
　高松市市民栄誉賞要綱

（贈呈状況）
　1名

（根拠）
　高松市表彰条例

（贈呈状況）
　毎年15～20人程度表彰

（主旨）　高松市の誇りとなり、市の印象、評判を高め
た個人・団体を表彰。
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　該当なし。

　高松市の制度を適用する。

　該当なし。 　高松市の制度を適用する。

（目的）
　水の世紀とも言われる２１世紀において、高松市と
して、渇水への抵抗力を強めながら、水を大切にす
る循環型都市の創造を目指し、安定的で持続的な
水利用を可能とする健全な水循環を確保する視点に
立った総合的な取組みを進めることを目的としてい
る。

（策定）
　平成１５年３月

（計画期間）
　平成１５年度～平成２２年度

（基本方針）
　・水の有効利用と水資源の確保
　・自然な水循環の回復
　・緑地・水辺の再生
　・水質汚濁の防止
　・都市の安全と安心の確保
　・パートナーシップに基づいたまちづくり

　「節水・循環型水利用の推進に関する要綱」に基づ
き、延床面積２，０００㎡以上の建築物の建築に際し
「節水・循環型水利用計画書（雨水・下水再生水など
の雑用水利用、節水型機器の使用、雨水の地下浸
透の導入）」の提出を義務付けている。

調　　　　　　整　　　　　　案
２　大規模建築物
　の節水・循環型
　水利用

１　水循環健全化
　計画

対　　　　　　応　　　　　　策

・牟礼町では、水循環健全化計画を策定し
ていない。
・牟礼町では、大規模建築物の節水・循環
型水利用及び排水再利用促進助成制度を
実施していない。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２３　その他の事業（水問題対策） 部　 会 　名 企　画　財　政

分　　　　類 水問題対策

問　　題　　点　　・　　課　　題項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
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　該当なし。

調　　　　　　整　　　　　　案

（対象者）
　市内の自己の管理する建築物からの排水を再生
処理するための施設を整備する個人及び事業所

（助成額）
　標準施設費か実費の少ない額の10分の１

（標準施設費）
　・下水道普及地域      2 ,300万円～3,070万円
　・下水道未普及地域      720万円～1,260万円
　　〔１日当たりの処理能力に応じて標準施設費を
　　　７ランクに分けている。〕

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２３　その他の事業（水問題対策） 部　 会 　名 企　画　財　政

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 水問題対策

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

３　排水再利用促
　進助成制度

問　　題　　点　　・　　課　　題
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